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農地法（昭和２７年法律第２２９号）及び農地法施行令（昭和２７年政令第４４

５号）については、これらに基づき地方公共団体が処理することとされている事務



を、原則として地方自治法第２条第９項第１号に規定する第１号法定受託事務とす

る改正が行われたところであるが、今般、当該事務について地方自治法第２４５条

の９第１項及び第３項に基づく処理基準が、別紙のとおり定められたので、御了知

の上、今後は、本基準によりこれらの事務を適正に処理されたい。

なお、別紙の第１から第５まで、第７から第１３まで及び第２５から第２７まで

については、その全部又は一部が市町村の第１号法定受託事務に係る処理基準であ

るので、管内の市町村に対しては、貴職から通知願いたい。

以上、命により通知する。
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別紙１

農地法関係事務に係る処理基準

第１ 全般的事項

(1) 農地等の定義

農地法（昭和27年法律第229号。以下「法」という。）、農地法施行令（昭和27年政令第4

45号。以下「令」という。）、農地法施行規則（昭和27年農林省令第79号。以下「則」とい

う。）及びこの処理基準で「農地」及び「採草放牧地」とは、次に掲げるものをいうもので

あり、これらに該当しない土地を農地又は採草放牧地（以下「農地等」という。）として取

り扱ってはならない。

① 「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいう。この場合、「耕作」とは土地に労費

を加え肥培管理を行って作物を栽培することをいい、「耕作の目的に供される土地」に

は、現に耕作されている土地のほか、現在は耕作されていなくても耕作しようとすればい

つでも耕作できるような、すなわち、客観的に見てその現状が耕作の目的に供されるもの

と認められる土地（休耕地、不耕作地等）も含まれる。

② 「採草放牧地」とは、農地以外の土地で耕作又は養畜のため採草又は家畜の放牧の目的

に主として供される土地をいう。林木育成の目的に供されている土地が併せて採草放牧地

の目的に供されており、そのいずれが主であるかの判定が困難な場合には、樹冠の疎密度

が0.3以下の土地は主として採草放牧の目的に供されていると判断する。

③ 「耕作又は養畜の事業」とは、耕作又は養畜の行為が反覆継続的に行われることをい

い、必ずしも営利の目的であることを要しない。

(2) 農地等に該当するかの判断に当たっての留意事項

(1)の農地等に該当するかは、その土地の現況によって判断するのであって、土地の登記

簿の地目によって判断してはならない。

(3) 世帯員等の範囲

「公選による公職」とは、人事院規則14－５（昭和24年６月29日）第１項に定める公職

（衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の長、地方公共団体の議会の議員及び海区漁業調

整委員会の委員（選任委員を除く。））とする。

(4) 農地所有適格法人の判断基準

法第２条第３項の「農地所有適格法人」に該当するかの判断に当たっては、法令の定めに

よるほか、次によるものとする。

① 株式会社にあっては、その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得

について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定め（以下「株式譲渡制限」という。）

を設けている場合に限り、認めるものである。

例えば、株式の譲受人が従業員以外の者である場合に限り承認を要する等の限定的な株

式譲渡制限は、これに当たらない。

② 法第２条第３項第１号の「法人の主たる事業が農業」であるかの判断は、その判断の日

を含む事業年度前の直近する３か年（異常気象等により、農業（同号に規定する農業をい

う。以下この②、⑩、⑭及び⑮において同じ。）の売上高が著しく低下した年が含まれて

いる場合には、当該年を除いた直近する３か年）におけるその農業に係る売上高が、当該

３か年における法人の事業全体の売上高の過半を占めているかによるものとする。

③ 法人の行う事業が、法人の行う農業と一次的な関連を持ち農業生産の安定発展に役立つ

ものである場合には、法第２条第３項第１号の「その行う農業に関連する事業」に該当す

るものである。
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具体的には、例えば次のようなことが想定される。

ア 「農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工」とは、りんごを生産する法

人が、自己の生産したりんごに加え、他から購入したりんごを原料として、りんごジュ

ースの製造を行う場合、野菜を生産する法人が、料理の提供、弁当の販売若しくは宅配

又は給食の実施のため、自己の生産した野菜に加え、他から購入した米、豚肉、魚等を

材料として使用して製造又は加工を行う場合等である。

イ 「農畜産物の貯蔵、運搬又は販売」とは、りんごの生産を行う法人が、自己の生産し

たりんごに加え、他の農家等が生産したりんごの貯蔵、運搬又は販売を行う場合等であ

る。

ウ 「農畜産物若しくは林産物を変換して得られる電気又は農畜産物若しくは林産物を熱

源とする熱の供給」とは、法人が自己の生産した農畜産物若しくは林産物又はその生産

若しくは加工に伴い副次的に得られた物品（動植物に由来するものであって、エネルギ

ー源として利用できるものに限る。以下このウにおいて同じ。）を原料（他から購入し

た物品を併せて用いる場合も含む。）として製造した燃料を用いて電気又は熱の供給を

行う場合である。

エ 「農業生産に必要な資材の製造」とは、法人が自己の農業生産に使用する飼料に加

え、他の農家等への販売を目的とした飼料の製造を行う場合等である。

オ 「農作業の受託」とは、水稲作を行う法人が自己の水稲の刈取りに加え、他の農家等

の水稲の刈取りの作業の受託を行う場合等である。

カ 「農村滞在型余暇活動に利用されることを目的とする施設」とは、観光農園や市民農

園（農園利用方式によるものに限る。）等主として都市の住民による農作業の体験のた

めの施設のほか、農作業の体験を行う都市の住民等が宿泊又は休養するための施設、こ

れらの施設内に設置された農畜産物等の販売施設等である。また、「必要な役務の提

供」とは、これらの施設において行われる各種サービスの提供を行うことである。

なお、都市の住民等による農作業は、法人の行う農業と一時的な関連を有する必要が

あることから、その法人の行う農業に必要な農作業について行われる必要がある。

キ 「農地に支柱を立てて設置する太陽光を電気に変換する設備の下で耕作を行う場合に

おける当該設備による電気の供給」とは、法人が「支柱を立てて営農を継続する太陽光

発電設備等についての農地転用許可制度上の取扱いについて」（平成30年５月15日付け

30農振第78号農村振興局長通知）の２の(2)に掲げる事項について許可権者の確認を受

けたものとして法第４条又は法第５条の規定に基づき許可を得て設置した太陽光発電設

備又は法人が法第43条の規定に基づき農業委員会に届け出て設置した農作物栽培高度化

施設に設置した太陽光発電設備により電気の供給を行う場合である。

④ 法第２条第３項第２号に掲げる議決権に係る要件は、農業関係者以外の者が議決権の行

使により会社の支配権を有することとならないよう設けているものであり、定款で議決権

を認めないと定めた種類株式を制限するものではない。

⑤ 株式会社又は持分会社が法第２条第３項第２号に掲げる要件を満たすためには、同号イ

からチまでに掲げる者が総議決権又は総社員の過半を占めていればよい。なお、その法人

が農事組合法人である場合にあっては、農業協同組合法（昭和22年法律第132号）第72条

の13第１項に規定する組合員たる資格に係る要件及び同条第３項に規定する組合員数に係

る要件を満たす必要がある。

⑥ 法第２条第３項第２号イの「移転」には、譲渡のほか出資等が含まれる。

⑦ 法第２条第３項第２号イの「一般承継人」とは、被承継人の権利義務を一括して承継す

る者で、ここでは相続人及び包括受遺者をいう。一般承継人については則第４条に定める

ものに限られ、これらの者は農地等の所有権又は使用収益権（地上権、永小作権、使用貸
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借による権利又は賃借権をいう。以下同じ。）を移転した個人と同様に取り扱われる。

⑧ 法第２条第３項第２号ロの「個人」には、その法人のために使用収益権を設定した個人

及びその使用収益権が設定されている農地等を相続又は遺贈により承継した個人が含まれ

る。ただし、農地等の所有権等を移転した場合とは異なり、一般承継人であってもその使

用収益権が設定されている農地等を承継した者以外のものは、設定した個人とみなさな

い。

⑨ 法第２条第３項第２号ニの「個人」には、農地中間管理事業の推進に関する法律（平成

25年法律第101号。以下「農地中間管理事業法」という。）第２条第４項に規定する農地

中間管理機構（以下「農地中間管理機構」という。）を通じてその法人に使用貸借による

権利又は賃借権を設定した個人及びこれらの権利が設定されている農地等を相続又は遺贈

により承継した個人が含まれる（なお、一般承継人については、⑧と同様に取り扱われ

る。）。

⑩ 法第２条第３項第２号ホの「常時従事する者」の判定基準である則第９条並びに附録第

一及び附録第二の算式における構成員がその法人に年間従事する日数及び法人の行う農業

に必要な年間総労働日数は、過去の実績を基準とし、将来の見込みを勘案して判断する。

⑪ 常時従事者たる構成員がその法人から脱退した場合であって、その者がその法人に移転

等した農地等が現物出資の払戻の特約等によりその者に返還されるときは法第３条の許可

が必要である。

⑫ 則第６条の「農産物を生産するために必要となる基幹的な作業」とは、水稲にあっては

耕起・代かき、田植及び稲刈り・脱穀の基幹３作業、麦又は大豆にあっては耕起・整地、

播種及び収穫、その他の作物にあっては水稲及び麦又は大豆に準じた農作業をいう。

⑬ 法第２条第３項第３号の「理事等の数の過半」とは、理事等の定数の過半ではなく、そ

の実数の過半をいうものとする。

⑭ 法第２条第３項第４号の「その法人の行う農業に必要な農作業」とは、耕うん、整地、

播種、施肥、病虫害防除、刈取り、水の管理、給餌、敷わらの取替え等耕作又は養畜の事

業に直接必要な作業をいい、農業に必要な帳簿の記帳事務、集金等は農作業には含まれな

いものとする。

⑮ 則第７条の「法人の行う農業に関する権限及び責任を有する者」とは、支店長、農場

長、農業部門の部長その他いかなる名称であるかを問わず、その法人の行う農業に関する

権限及び責任を有し、地域との調整役として責任をもって対応できる者をいう。

権限及び責任を有するか否かの確認は、当該法人の代表者が発行する証明書、当該法人

の組織に関する規則（使用人の権限及び責任の内容及び範囲が明らかなものに限る。）等

で行う。

(5) 適用範囲

法第63条第１項各号及び第２項各号並びに令第36条第１項各号及び第２項各号に掲げる事

務については、この処理基準は、適用しない。

第２ 法第２条の２関係

農地は、現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な

資源であることに鑑み、これを優良な状態で確保し、 大限に利用されるようにしていくことが

重要である。

このため、農地について権利を有する全ての者を対象として、農地の農業上の適正かつ効率的

な利用を確保する責務があることが明確にされているところである。

特に、農地について所有権を有する者は、農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するこ

とについて第一義的責任を有することを深く認識し、自ら農地を耕作の事業に供するとともに、
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自らその責務を果たすことができない場合においては、所有権以外の権原に基づき農地が耕作の

事業に供されることを確保することにより、農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するよ

うにしなければならない。

なお、農地について権利を有する者の責務の考え方については、平成21年の農地法等の一部を

改正する法律の国会審議の際、衆・参両院で附帯決議がなされている。

第３ 法第３条関係

１ 法第３条の許可対象

本条の制限の対象となる権利の設定又は移転には、私法上の契約に基づくものばかりでな

く、競売、公売、遺贈等の単独行為、公法上の契約及び行政処分に基づくものも、全て含まれ

る（法第５条についても同様である。）。

２ 法第３条第２項ただし書の許可基準

農業委員会は、法第３条第１項の許可をするかの判断に当たっては、法令の定めによるほ

か、次によるものとする。

(1) 区分地上権等の設定等の許可基準

民法（明治29年法律第89号）第269条の２第１項の地上権又はこれと内容を同じくするそ

の他の権利の設定又は移転については、その権利の設定又は移転を認めてもその権利の設定

又は移転に係る農地等及びその周辺の農地等に係る営農条件に支障を生ずるおそれがなく、

かつ、その権利の設定又は移転に係る農地等をその権利の設定又は移転に係る目的に供する

行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていると認められる場合に限り許可するものと

する。

(2) 農業協同組合法第10条第２項に規定する事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会

が農地等の所有者から同項の委託を受けることによる権利の取得等及び同法第11条の50第１

項第１号に掲げる場合における使用貸借による権利又は賃借権の取得の許可基準

農業協同組合法第10条第２項に規定する事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会

が農地等の所有者から同項の委託を受けることにより法第３条第２項第１号に掲げる権利を

取得する場合及び農業協同組合法第11条の50第１項第１号に掲げる場合において、農業協同

組合又は農業協同組合連合会が使用貸借による権利又は賃借権を取得する場合であって自ら

農業経営を行う体制が整備されていないと認められる場合等農業協同組合又は農業協同組合

連合会がその申請に係る農地等について農業経営を適切に行うと認められないときは、許可

しないものとする。

３ 法第３条第２項第１号の判断基準

法第３条第２項第１号に該当するかの判断に当たっては、法令の定めによるほか、次による

ものとする。

(1) 「耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地」とは、法第３条第１項の許可の申

請に係る農地等及び当該農地等について同条第２項第１号に掲げる権利を取得しようとする

者又はその世帯員等（以下「権利取得者等」という。）が既に同号に掲げる権利を有してい

る農地等をいう。

この場合において、権利取得者等が既に所有し、又は使用及び収益を目的とする権利を有

している農地等であって、他の者に使用及び収益を目的とする権利が設定されているもの

は、第一義的には、当該他の者が耕作又は養畜の事業に供すべきものであるため、当該権利

取得者等が「耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地」に含まれない。

ただし、農地が適切に耕作されていない、農地の賃借料の滞納が継続しているその他の事

情により、権利取得者等が、他の者に使用及び収益を目的とする権利が設定されている農地

等の返還を受けて、自ら耕作又は養畜の事業に供することにつき支障がないにもかかわら

ず、当該他の者に使用及び収益を目的とする権利を設定したまま、他の農地等について法第
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３条第２項第１号に掲げる権利を取得しようとするときは、「全てを効率的に利用して耕作

又は養畜の事業を行う」とは認められないものとする。

また、民法第269条の２第１項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利が設定

されている農地等は、これらの権利が耕作又は養畜の事業に供することを目的として設定さ

れるものではないため、当該農地等について正当な権限に基づき耕作又は養畜の事業に供す

ることができる者及びその世帯員等が「耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧

地」に含まれる。

なお、法第32条第１項各号に該当する農地の所有者並びにその農地について使用及び収益

をする者並びに法第51条第１項各号に該当する者については、耕作又は養畜の事業に供すべ

き農地等の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められないことは当然で

ある。

(2) 「効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行う」と認められるかについては、近傍の自然

的条件及び利用上の条件が類似している農地等の生産性と比較して判断する。

この場合において、権利取得者等の経営規模、作付作目等を踏まえ、次の要素等を総合的

に勘案する。

① 機械

権利取得者等が所有している機械のみならず、リース契約により確保されているもの

や、今後確保すると見込まれるものも含む。

② 労働力

農作業等に従事する権利取得者の人数のみではなく、雇用によるものや、今後確保する

と見込まれるものも含む。

③ 技術

権利取得者等に限らず、農作業等に従事する者の技術をいう。なお、農作業の一部を外

部に委託する場合には、権利取得者等に加え、委託先の農作業に関する技術も勘案する。

なお、権利取得者等の住所地から取得しようとする農地等までの距離で画一的に判断す

ることは、今日では、権利取得者等以外の者の労働力も活用して農作業を行うことも多く

なっていること、著しく交通が発達したこと等を踏まえ、適当ではない。

また、権利取得者等が許可の申請の際現に使用及び収益を目的とする権利を有している

農地等のうちに、生産性が著しく低いもの、地勢等の地理的条件が悪いものその他のその

地域における標準的な農業経営を行う者が耕作又は養畜の事業に供することが困難なもの

が含まれている場合には、当該農地等について、今後の耕作に向けて草刈り、耕起等当該

農地等を常に耕作し得る状態に保つ行為が行われていれば、当該農地等については、法第

32条第１項各号に掲げる農地には該当せず、当該農地等の全てを効率的に利用して耕作又

は養畜の事業を行っていると認められるものとする。

(3) (2)の判断に当たっては、農地等の効率的な利用が確実に図られるかを厳正に審査する必

要があるが、新規就農希望者（農業を副業的に営もうとする者を含む。）による権利取得で

あること等を理由としていたずらに厳しい運用や排他的な取扱いをしないよう留意する。

また、農地等についての賃借権等の取得については、絶対的な管理・処分権限がある所有

権の取得と異なり、仮に不適正な利用があった場合においても、契約の解除等により農地等

を所有者に戻すことができること等を踏まえ、特に農地等を利用する者の確保・拡大を図る

ことを旨として取り扱うことが重要である。

なお、耕作又は養畜の事業以外の土地を利用した事業を行っている者及び過去に権利取得

後の農地等を耕作又は養畜の事業に供することなく、他者に譲渡し、若しくは使用及び収益

を目的とする権利を設定し、又は農地以外のものにする行為を行った者については、審査を

特に厳正に行わなければならないことは言うまでもない。特に、権利取得者等が、権利取得



- 6 -

後において行う耕作又は養畜の事業の具体的内容を明らかにしない場合には、資産保有目的

・投機目的等で農地等を取得しようとしているものと考えられることから、農地等の全てを

効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うものとは認められない。また、権利取得者等が

農地を自家消費を目的とした農作物の栽培等の用に供する場合であっても許可をすることは

可能であるが、権利取得後において当該農地の一部のみで耕作の事業を行う場合やその事業

が近傍の自然的条件及び利用上の条件が類似している農地の生産性と比較して相当程度劣る

と認められる場合には、農地等の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うものと

は認められない。

(4) 一般に、耕作又は養畜の事業を行う者が所有権以外の権原に基づいてその事業に供してい

る農地等につき当該事業を行う者又はその世帯員等以外の者が所有権を取得しようとする場

合には、当該農地等は所有権を取得しようとする者及びその世帯員等の法第３条第２項第１

号の「耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地」に該当する。この場合におい

て、当該農地等で耕作又は養畜の事業を行う者が第三者に対抗することができる権利に基づ

いてその事業を行っているときであっても、許可の申請の時における所有権を取得しようと

する者又はその世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事す

る者の数等からみて、①及び②に該当する場合には、不許可の例外となる。

① 許可の申請の際現にその者又はその世帯員等が耕作又は養畜の事業に供すべき農地等の

全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること。

② その土地についての所有権以外の権原の存続期間の満了その他の事由によりその者又は

その世帯員等がその土地を自らの耕作又は養畜の事業に供することが可能となる時期が明

らかであり、可能となった場合において、これらの者が、耕作又は養畜の事業に供すべき

農地等の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること。

①及び②の判断については、「許可の申請の時における所有権を取得しようとする者又は

その世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数

等」には、今後確保する見込みの機械、労働力等は含まれず、許可の申請の時に現に所有等

しているもので判断する。

また、②について判断する際には、所有権以外の権原に基づいて耕作又は養畜の事業を行

う者に対し、当該農地等での耕作又は養畜の事業の継続の意向を確認するものとする。

なお、その際、その農地等の所有権を取得しようとする者又はその世帯員等が自らの耕作

又は養畜の事業に供することが可能となる時期が、許可の申請の時から１年以上先である場

合には、所有権の取得を認めないことが適当である。

ただし、農地所有適格法人に使用及び収益を目的とする権利が設定されている農地等につ

いて、当該法人の構成員にその所有権を移転しようとする場合にあっては、当該法人が引き

続き当該農地等の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められるときに限

り、当該構成員が自らの耕作又は養畜の事業に供することが可能となる時期にかかわらず、

所有権の取得を認めることができるものとする。

４ 法第３条第２項第２号の判断基準

(1) 法第３条第２項第２号に該当するかの判断に当たっては、農地等について同項第１号に掲

げる権利を取得しようとする法人が許可の申請の時点に法第２条第３項各号に掲げる農地所

有適格法人要件を満たしていても、農地等の権利の取得後に要件を満たし得ないと認められ

る場合には、許可することができないものとする。

この場合において、例えば、その他事業の種類や規模等からみて、その他事業の売上高見

込みが不当に低く評価されていると認められるなど、事業計画が不適切と認められる場合に

は、その法人に書類の補正等を行わせ、信頼性のある計画に改めさせる等の指導を行うもの

とする。
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(2) 法人の設立手続中に農地等の現物出資を受ける場合には、当該法人が法第３条第１項の許

可を得ることが必要であるが、その場合には、その設立しようとする法人が法第２条第３項

各号に掲げる農地所有適格法人要件を満たし得ると認められ、かつ、定款を作成している場

合には、設立登記前であっても、農地所有適格法人として取り扱うものとする。

なお、この場合の許可申請書には、定款に定めがあるか、又は株主総会若しくは社員総会

で選任された理事、取締役その他の代表者の署名を求めるものとする。

５ 法第３条第２項第４号の判断基準

法第３条第２項第４号に該当するかの判断に当たっては、法令の定めによるほか、次による

ものとする。

(1) 「耕作又は養畜の事業に必要な農作業」とは、当該地域における農業経営の実態からみて

通常農業経営を行う者が自ら従事すると認められる農作業をいう。したがって、当該地域に

おいて農業協同組合その他の共同組織が主体となって処理することが一般的となっている農

作業はこれに含まれないものとする。

(2) 権利取得者等の農地等についての法第３条第２項第１号に掲げる権利の取得後におけるそ

の経営に係る農作業に従事する日数が年間150日以上である場合には「農作業に常時従事す

る」と認めるものとする。

また、当該農作業に要する日数が年間150日未満である場合であっても、当該農作業を行

う必要がある限り権利取得者等が当該農作業に従事していれば、「農作業に常時従事する」

と認めるものとする。このことは、当該農作業を短期間に集中的に処理しなければならない

時期において不足する労働力を権利取得者等以外の者に依存していても同様である。

６ 法第３条第２項第５号の判断基準

法第３条第２項第５号の「水田裏作」に関する規定は、表作における稲を栽培することによ

る収益よりも裏作における稲以外の作物を栽培することによる収益の方が高い場合であっても

適用する。

７ 法第３条第２項第６号の判断基準

農業は、周辺の自然環境等の影響を受けやすく、地域や集落で一体となって取り組まれてい

ることも多い。このため、周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確

保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合には、許可をすることができないものとされ

ている。

法第３条第２項第６号に該当するかの判断に当たっては、法令の定めによるほか、次による

ものとする。

(1) 「周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるお

それがあると認められる場合」とは、例えば、

① 農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第19条第１項の規定により定められた

農業経営基盤の強化の促進に関する計画（以下この(1)において「地域計画」という。）

の達成に支障が生ずるおそれがあると認められる場合

② 既に集落営農や経営体により農地が面的にまとまった形で利用されている地域で、小面

積等の農地の権利取得によって、その利用を分断するような場合

③ 地域の農業者が一体となって水利調整を行っているような地域で、この水利調整に参加

しない営農が行われることにより、他の農業者の農業水利が阻害されるような権利取得

④ 無農薬や減農薬での付加価値の高い作物の栽培の取組が行われている地域で、農薬使用

による栽培が行われることにより、地域でこれまで行われていた無農薬栽培等が事実上困

難になるような権利取得

⑤ 集落が一体となって特定の品目を生産している地域で、その品目に係る共同防除等の営

農活動に支障が生ずるおそれのある権利取得
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⑥ 地域の実勢の借賃に比べて極端に高額な借賃で賃貸借契約が締結され、周辺の地域にお

ける農地の一般的な借賃の著しい引上げをもたらすおそれのある権利取得

等のほか、農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号）第８条第１項の規定に

より定められた農業振興地域整備計画、農業経営基盤強化促進法第６条第１項の規定により

定められた農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想等の実現に支障を生ずるおそれ

がある権利取得が該当する。

なお、地域計画においては、農業を担う者ごとに利用する農用地等を定め、これを地図に

表示することとされている（その区域内に新規参入を促進するエリア等を設定することも可

能である。）ことから、当該地図の実現に資するよう、許可の判断をすることが必要であ

る。

(2) 農業委員会は、許可の判断をするに当たっては、現地調査を行うこととし、その際に留意

すべき点は、次のとおりである。

① 法第３条第３項の規定の適用を受けて同条第１項の許可を受けようとする法人等による

農地等についての権利取得だけでなく、法第３条第１項の許可の申請がなされた全ての事

案について調査を要する。

② 法第３条第３項の規定の適用を受けて同条第１項の許可を受けようとする法人等による

農地等についての権利取得、農地等についての所有権の取得、通常取引されていない規模

のまとまりのある農地等についての権利取得等については、特に慎重に調査を行う。

③ (1)の不許可相当の例示を念頭におき、申請に係る農地等の周辺の農地等の権利関係等

許可の判断をするに当たって必要な情報について、現地調査の前に把握しておく。

８ 法第３条第３項関係

(1) 法第３条第３項の考え方

農地等についての権利取得は法第３条第２項が基本であり、同条第３項は、使用貸借によ

る権利又は賃借権が設定される場合に限って例外的な取扱いができるようにしているところ

である。

これは、使用貸借による権利又は賃借権については、不適正な利用があった場合において

契約の解除等により所有者に農地等を戻すことが可能であるが、これと異なり、所有権につ

いては所有者が絶対的な管理・処分権限を持つところであり、それぞれの権利の性質の違い

に応じて取り扱うものとされたものである。

法第１条の目的においては、「耕作者自らによる農地の所有」等が規定され、今後とも農

地の所有権の取得については農作業に常時従事する個人と農地所有適格法人に限るべきであ

ることが明確にされたところである。

(2) 法第３条第３項の判断基準

① 法第３条第３項第２号の「適切な役割分担の下に」とは、例えば、農業の維持発展に関

する話合い活動への参加、農道、水路、ため池等の共同利用施設の取決めの遵守、獣害被

害対策への協力等をいう。

これらについて、例えば、農地等について使用貸借による権利又は賃借権を取得しよう

とする者は、確約書を提出すること、農業委員会と協定を結ぶこと等が考えられる。

② 法第３条第３項第２号の「継続的かつ安定的に農業経営を行う」とは、機械や労働力の

確保状況等からみて、農業経営を長期的に継続して行う見込みがあることをいう。

③ 法第３条第３項第３号の「業務を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人のう

ち、一人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められる」と

は、業務を執行する役員又は当該使用人のうち、一人以上の者が、その法人の行う耕作又

は養畜の事業（農作業、営農計画の作成、マーケティング等を含む。）の担当者として、

農業経営に責任をもって対応できるものであることが担保されていることをいう。
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④ 則第17条の「法人の行う耕作又は養畜の事業に関する権限及び責任を有する者」とは、

支店長、農場長、農業部門の部長その他いかなる名称であるかを問わず、その法人の行う

耕作又は養畜の事業に関する権限及び責任を有し、地域との調整役として責任をもって対

応できる者をいう。

権限及び責任を有するか否かの確認は、当該法人の代表者が発行する証明書、当該法人

の組織に関する規則（使用人の権限及び責任の内容及び範囲が明らかなものに限る。）等

で行う。

９ 法第３条第３項の事務処理基準

(1) 農業委員会は、法第３条第３項の規定の適用を受けて同条第１項の許可を受けた法人等が

撤退した場合の混乱を防止するため、次の①から④までの事項が契約上明記されているか、

①から④までの事項その他の撤退した場合の混乱を防止するための取決めを実行する能力が

あるかについて確認するものとする。

① 農地等を明け渡す際の原状回復の義務は誰にあるか

② 原状回復の費用は誰が負担するか

③ 原状回復がなされないときの損害賠償の取決めがあるか

④ 貸借期間の中途の契約終了時における違約金支払の取決めがあるか

(2) 農業委員会は、法第３条第３項の規定の適用を受けて同条第１項の許可を受けた法人等が

撤退した場合には、次の利用者が継承できるよう、農地等の権利の設定等のあっせん等（農

地中間管理事業法第２条第３項に規定する農地中間管理事業等の活用等）について関係機関

と十分連携して行うものとする。

(3) 法第３条第３項の規定の適用を受けて同条第１項の許可を受けようとする法人等による農

地等の権利取得について、農業委員会は、許否の判断に当たり疑義があれば、地方農政局

（北海道にあっては経営局、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局。以下同じ。）に積極

的に相談されたい。

また、農地所有適格法人以外の法人による農地等の権利取得の状況については、農業委員

会・都道府県・地方農政局の間で情報が共有されるよう配慮されたい。

10 法第３条第４項の事務処理基準

農業委員会は、法第３条第４項の規定により通知する際は、当該通知を受けた市町村長が意

見を述べるべき期限を定めるものとする。

11 法第３条第５項の許可条件

農業委員会は、農地所有適格法人に対して法第３条第１項の許可をするに当たっては、同条

第５項の規定に基づき、農地等の権利の取得後においてその耕作又は養畜の事業に供すべき農

地等を正当な理由なく効率的に利用していないと認める場合は許可を取り消す旨の条件を付け

るものとする。

12 国家戦略特別区域法第18条第１項の規定の適用を受けてする法第３条第１項の許可

農業委員会は、国家戦略特別区域法（平成25年法律第107号）第18条第１項の規定の適用を

受けて法第３条第１項の許可をするかの判断に当たっては、法令の定めによるほか、次による

ものとする。

(1) 国家戦略特別区域法第18条第１項第１号に規定する契約（以下単に「契約」という。）

は、当該許可を受けて農地等の所有権を取得した法人が当該農地等を所有している限り、そ

の効力を有する必要がある。このため、例えば、民法第579条に規定する買戻しの特約は、

同法第580条の規定により買戻しの期間が10年を超えることができないことから、契約とし

て不適当である。

また、農業委員会は、当該許可をするに当たっては、法第３条第５項の規定に基づき、国

家戦略特別区域法第18条第５項に規定する条件のほか、同条第２項に規定する特定地方公共
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団体が、不動産登記法（平成16年法律第123号）第116条第１項に基づき、遅滞なく、契約に

係る農地等の所有権の移転請求権の保全のための仮登記を同法第６条第１項に規定する登記

所に嘱託しなければならない旨の条件を付けるものとする。

(2) 国家戦略特別区域法第18条第１項第２号及び第３号の判断基準は、８の(2)と同様とす

る。

第４ 法第３条の２関係

法第３条の２の規定は、法第３条第３項の規定の適用を受けて同条第１項の許可を受けた者

について、事後においても農地等の適正な利用の確保を確認することが重要であることから、

設けられているところである。

なお、法第３条の２第１項の勧告は、同条第２項第２号の許可取消の前置手続であることか

ら、地域の営農状況等に著しい被害を与えていることを十分確認した上で行うこととし、勧告

を受けた者がその勧告に従わなかったときは必ず法第３条第３項の規定の適用を受けてした同

条第１項の許可を取り消さなければならない。

(1) 法第３条の２第１項の判断基準

① 「相当の期限」とは、講ずべき措置の内容、生じている支障の除去の緊急性等に照らし

て、個別具体的に設定されるものであるが、法第３条の２第１項各号の状況を可能な限り

速やかに是正するために必要な期限とするものとする。

② 法第３条の２第１項第１号に該当する場合とは、第３の７の(1)の法第３条第２項第６

号の判断基準に該当する場合であって、例えば、病害虫の温床になっている雑草の刈取り

をせず、周辺の作物に著しい被害を与えている場合等をいう。

③ 法第３条の２第１項第２号に該当する場合とは、第３の８の法第３条第３項関係の(2)

の①及び②に該当しない場合であって、例えば、担当である水路の維持管理の活動に参加

せず、その機能を損ない、周辺の農地の水利用に著しい被害を与えている場合等をいう。

④ 法第３条の２第１項第３号に該当する場合とは、第３の８の法第３条第３項関係の(2)

の③に該当しない場合であって、例えば、法人の農業部門の担当者が不在となり、地域の

他の農業者との調整が行われていないために周辺の営農活動に支障が生じている場合等を

いう。

(2) 法第３条の２第２項の事務処理基準

法第３条の２第２項各号に該当するかの判断に当たっては、法令の定めによるほか、次に

よるものとする。

① 法第３条の２第２項第１号の「農地又は採草放牧地を適正に利用していない」とは、法

第４条第１項又は法第５条第１項の規定に違反して使用貸借による権利又は賃借権の設定

を受けた農地等を農地等以外のものにしている場合、使用貸借による権利又は賃借権の設

定を受けた農地を法第32条第１項第１号に該当するものにしている場合等をいう。

② 法第４条第１項又は法第５条第１項の規定に違反して使用貸借による権利又は賃借権の

設定を受けた農地等を農地等以外のものにしている場合には、違反を確認次第直ちに使用

貸借による権利又は賃借権を設定した者に対し契約の解除を行う意思の確認を行い、契約

の解除が行われない場合には、許可の取消しを行うものとする。この場合の手続について

は、行政手続法（平成５年法律第88号）第３章の規定により行う。

③ 使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた農地を法第32条第１項第１号に該当する

ものにしている場合には、その状態が確認された時点から速やかに、使用貸借による権利

又は賃借権を設定した者に対し契約の解除を行う意思の確認を行い、契約の解除が行われ

ない場合には、許可の取消しを行うものとする。この場合の手続については、行政手続法

第３章の規定により行う。
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(3) 法第３条の２第３項の事務処理基準

「あっせんその他の必要な措置」とは、当該農地等の所有者に対しての当該農地等につい

ての権利の設定等のあっせん等（農地中間管理事業法第２条第３項に規定する農地中間管理

事業等の実施等）の働きかけ等をいう。

第５ 法第３条の３関係

農地等についての権利取得の届出は、農業委員会が許可等によっては把握できない農地等に

ついての権利の移動があった場合にあっても、農業委員会がこれを知り、その機会をとらえ

て、農地等の適正かつ効率的な利用のために必要な措置を講ずることができるようにするもの

である。

この届出の取扱いについては、法令の定めによるほか、次によるものとする。

(1) 法第３条の３に基づき届け出なければならないこととされている農地等についての権利取

得は、具体的には、相続（遺産分割、包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む。）、法

人の合併・分割、時効等による権利取得をいう。

(2) 「遅滞なく」とは、農地等についての権利を取得したことを知った時点からおおむね10か

月以内の期間とする。

(3) なお、この届出は、法第３条第１項本文に掲げる権利取得の効力を発生させるものではな

いことに留意するものとする。

例えば、届出をしたことにより時効による権利の取得が認められるというものではない。

第６ 法第４条関係

１ 法第４条第６項に規定する許可基準

都道府県知事又は指定市町村（法第４条第１項に規定する指定市町村をいう。以下同じ。）

の長（以下「都道府県知事等」という。）は、法第４条第１項の許可をするか否かの判断に当

たっては、法令の定めによるほか、次によるものとする。

(1) 法第４条第６項第１号の判断基準

① 法第４条第６項第１号イに掲げる農地を転用する場合に令第４条第１項第１号に掲げる

事由に該当するか否かの判断に当たっては、法令の定めによるほか、次によるものとす

る。

ア 令第４条第１項第１号イの「一時的な利用」とは、申請に係る目的を達成することが

できる必要 小限の期間をいい、農業振興地域の整備に関する法律第８条第１項又は第

９条第１項の規定により定められた農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすことの

ないことを担保する観点から、３年以内の期間に限定するものとする。

イ 令第４条第１項第１号イの「当該利用の目的を達成する上で当該農地を供することが

必要であると認められる」とは、申請に係る農地に代えて周辺の他の土地を供すること

によっては当該申請に係る事業の目的を達成することができないと認められる場合であ

って、かつ、利用の目的が当該農地を農地として利用することと比較して優先すべきも

のであると認められる（具体的には、令第４条第１項第２号イからヘまでのいずれかに

該当するものが対象となり得る。）場合をいうものとする。

ウ 砂利の採取を目的とする一時転用については、次に掲げる要件の全てが満たされなけ

ればならないものとする。

(ｱ) 砂利採取業者が砂利の採取後直ちに採取跡地の埋戻し及び廃土の処理を行うことに

より、転用期間内に確実に当該農地を復元することを担保するため、次のいずれかの

措置が講じられていること。

ａ 砂利採取法（昭和43年法律第74号）第16条の規定により都道府県知事の認可を受
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けた採取計画（以下「採取計画」という。）が当該砂利採取業者と砂利採取業者で

構成する法人格を有する団体（その連合会を含む。）との連名で策定されており、

かつ、当該砂利採取業者及び当該団体が採取跡地の埋戻し及び農地の復元について

共同責任を負っていること。

ｂ 当該農地の所有者、砂利採取業者並びに採取跡地の埋戻し及び農地の復元の履行

を保証する資力及び信用を有する者（以下「保証人」という。）の三者間の契約に

おいて、次に掲げる事項が定められていること。

(a) 当該砂利採取業者が採取計画に従って採取跡地の埋戻し及び農地の復元を行わ

ないときには、保証人がこれらの行為を当該砂利採取業者に代わって行うこと。

(b) 当該砂利採取業者が適当な第三者機関に採取跡地の埋戻し及び農地の復元を担

保するのに必要な金額の金銭等を預託すること。

(c) 保証人が当該砂利採取業者に代わって採取跡地の埋戻し及び農地の復元を行っ

たときには、(b)の金銭等をその費用に充当することができること。

(ｲ) 砂利採取業者の農地の復元に関する計画が、当該農地及び周辺の農地の農業上の効

率的な利用を確保する見地からみて適当であると認められるものであること。また、

当該農地について土地改良法（昭和24年法律第195号）第２条第２項に規定する土地

改良事業の施行が計画されている場合においては、当該土地改良事業の計画と農地の

復元に関する計画との調整が行われていること。

② 則第33条第２号に掲げる施設に該当するか否かの判断は、次によるものとする。

ア 「農業従事者」には、農業従事者の世帯員も含まれるものとする。

イ 「就業機会の増大に寄与する施設」に該当するか否かは、当該施設において新たに雇

用されることとなる者に占める農業従事者の割合がおおむね３割以上であるか否かをも

って判断するものとする。ただし、人口減少、高齢化の進行等により雇用可能な農業従

事者の数が十分でないことその他の特別の事情がある場合には、このような事情を踏ま

えて都道府県知事等が設定した基準（以下このイにおいて「特別基準」という。）によ

り判断して差し支えない。

当該施設の用に供するために行われる農地転用に係る許可の申請を受けた際には、申

請書に雇用計画及び申請者と地元自治体との雇用協定を添付することを求めた上で、農

業従事者の雇用の確実性の判断を行うものとする。

なお、雇用計画については、当該施設において新たに雇用されることとなる者の数、

地元自治体における農業従事者の数及び農業従事の実態等を踏まえ、当該施設において

新たに雇用されることとなる者に占める農業従事者の割合がおおむね３割以上となるこ

と（特別基準が設定されている場合にあっては、当該特別基準を満たすこと）が確実で

あると判断される内容のものであるものとする。

また、雇用協定においては、当該施設において新たに雇用された農業従事者（当該施

設において新たに雇用されたことを契機に農業に従事しなくなった者を含む。以下この

イにおいて同じ。）の雇用実績を毎年地元自治体に報告し、当該施設において新たに雇

用された者に占める農業従事者の割合がおおむね３割以上となっていない場合（特別基

準が設定されている場合にあっては、当該特別基準を満たしていない場合）にこれを是

正するために講ずべき措置を併せて定めるものとする。この講ずべき措置の具体的な内

容としては、例えば、被雇用者の年齢条件を緩和した上で再度募集をすること、近隣自

治体にまで範囲を広げて再度募集すること等が想定される。

(2) 法第４条第６項第３号の判断基準

申請に係る事業の施行に関して法令（条例を含む。）により義務付けられている行政庁と

の協議を行っていない場合については、則第47条第１号に掲げる事由に該当し、申請に係る
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農地を申請に係る用途に供することが確実と認められないと判断するものとする。

(3) 法第４条第６項第６号の判断基準

法第４条第６項第６号の「その利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されるこ

と」とは、一時的な利用に供された後、速やかに農地として利用することができる状態に回

復されることをいう。

２ 法第４条第１項の許可に係る事務処理基準

法第４条第１項の許可に係る事務の処理に当たっては、法令の定めによるほか、次によるも

のとする。

(1) 賃借権の設定された農地の転用に係る事務処理

申請に係る農地の全部又は一部が賃借権の設定された農地である場合であって、当該農地

について耕作を行っている者以外の者が転用する場合の許可は、その農地に係る法第18条第

１項の賃貸借の解約等の許可と併せて処理するものとする。

(2) 公的な計画との調整

農村地域への産業の導入の促進等に関する法律（昭和46年法律第112号）第５条第１項に

規定する実施計画に基づく施設用地の整備など地域の振興等の観点から地方公共団体等が定

める公的な計画に従って農地を転用して行われる施設整備等については、農業上の土地利用

との調和を図る観点から、当該実施計画の策定の段階で、転用を行う農地の位置等について

当該実施計画の所管部局と十分な調整を行うものとする。

(3) 法第４条第７項の許可条件

都道府県知事等は、法第４条第１項の許可を行う際は、同条第７項に基づき、原則として

次に掲げる条件を付するものとする（③に掲げる条件については、農地の転用目的が一時的

な利用の場合に限る。）。

なお、都道府県知事等は、条件を付する場合は、一定の期間内に一定の行為をしない場合

には許可が失効するというような解除条件は避ける等、その後の許可の効力等につき疑義を

生ずることのないよう明確な条件を付けるものとする。

① 申請書に記載された事業計画に従って事業の用に供すること。

② 許可に係る工事が完了するまでの間、本件許可の日から３か月後及びその後１年ごとに

工事の進捗状況を報告し、許可に係る工事が完了したときは、遅滞なくその旨を報告する

こと。

③ 申請書に記載された工事の完了の日までに農地に復元すること。

(4) 許可書に対する注意事項の記載

都道府県知事等は、法第４条第１項に基づき許可書を申請者に交付するときは、その許可

書に下記の注意事項を記載するものとする。

［注意事項］

許可に係る土地を申請書に記載された事業計画（用途、施設の配置、着工及び完工の時

期、被害防除措置等を含む。）に従ってその事業の用に供しないときは、農地法第51条第

１項の規定によりその許可を取り消し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、

又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて原状回復その他違反を

是正するための必要な措置を講ずべきことを命ずることがあります。

(5) 農業委員会に対する通知

都道府県知事等は、法第４条第１項の処分を行った場合には、その旨を申請に係る農地の

所在する市町村の区域を管轄する農業委員会に通知するものとする。

(6) 農地転用許可等に係る工事の完了前についての取扱い

法第４条第１項の許可に係る土地について、当該許可に係る工事が完了する前に、当該土

地が農地以外の土地であると判断することは、適切でない。
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また、法第４条第１項ただし書の規定の適用を受ける土地についても、同様である。な

お、当該土地について工事が完了する前に同項各号のいずれにも該当しなくなった場合に

は、改めて許可を受ける必要があることに留意する。

３ 法第４条第１項第７号の届出に係る事務処理基準

農業委員会は、法第４条第１項第７号の規定による届出の受理に係る事務の処理に当たって

は、法令の定めによるほか、次によるものとする。

(1) 土地改良区に対する通知

農業委員会は、法第４条第１項第７号の規定による届出があった場合において、当該届出

に係る農地が土地改良区の地区内にあるときは、農地の転用を行う旨の届出がなされたこと

を当該土地改良区に通知するものとする。

(2) 届出を受理しない場合

法第４条第１項第７号の規定による届出については、少なくとも次に掲げる場合には、当

該届出が適正なものではないこととして不受理とするものとする。

ア 届出に係る農地が市街化区域にない場合

イ 届出者が届出に係る農地につき権原を有していない場合

ウ 届出書に添付すべき書類が添付されていない場合

４ 法第４条第８項の協議に係る事務処理基準

法第４条第８項の協議に係る事務の処理に当たっては、法令の定めによるほか、次によるも

のとする。

(1) 法第４条第８項の協議の手続

国、都道府県又は指定市町村が農地を農地以外のものにしようとする場合には、直接、都

道府県知事（指定市町村の区域内にあっては、指定市町村の長。以下この(1)において同

じ。）に対し、文書により協議を求めるものとし、当該文書の提出により協議を受けた都道

府県知事は、当該協議を成立させるか否かについて文書により回答するものとする。

(2) 法第４条第８項の協議の基準

当該協議を成立させるか否かの判断基準については、法第４条第６項に規定する許可基準

の例によるものとする。

第７ 法第５条関係

１ 都道府県知事等の事務処理基準

都道府県知事等は、法第５条第１項及び第４項に係る事務の処理に当たっては、法令の定め

によるほか、第６の１、２及び４と同様に行うものとする。

２ 農業委員会の事務処理基準

農業委員会は、法第５条第１項第６号に係る事務の処理に当たっては、法令の定めによるほ

か、第６の３と同様に行うものとする。

第８ 法第６条、第７条及び第14条関係

１ 農業委員会は、法第６条第２項の規定による勧告及び法第７条第２項の規定による買収すべ

き農地等の認定を行うため、法第６条第１項の規定による法人の事業の状況等の報告を受けた

場合、法第14条の規定による立入調査を行った場合等は、法第２条第３項各号に掲げる要件に

関する事項について台帳に記録するものとする。

２ 法第７条第１項の規定による農地等の買収は、農地所有適格法人の要件を充足しない法人が

農地等を所有し、又は利用し続けるという状態を解消するための措置である。

このため、同項にいう農地所有適格法人でなくなったかについては、ある特定の時点をとら

えて判断するのではなく、農地所有適格法人の要件を再び充足することが困難であり、当該要
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件を欠いた状態のまま、農地等を所有し、又は利用し続けると認められるかによって判断する

ものとする。したがって、理事等のうちその法人の常時従事者たる構成員が占める割合が一時

的に過半でなくなった場合等、農地所有適格法人の要件を再び充足すると見込まれる場合は、

農地所有適格法人でなくなった場合との取扱いは行わないものとする。

また、農地所有適格法人が要件を欠いている状態であっても、近く解散する予定で事業を廃

止するため自ら農地等の処分を進めている場合、近く競売等により農地等の処分が行われると

見込まれる場合等、当該法人が引き続き農地等を所有し、又は利用することが見込まれない場

合には、農業委員会は、同条第２項の規定による公示を当分の間見合わせるものとする。

第９ 法第18条関係

１ 法第18条第１項の許可対象

(1) 法第18条第１項第１号関係

「信託行為によりその信託が終了することとなる日」とは、信託を設定する行為によって

定められた信託期間の終了の日をいう。信託契約が変更され、信託期間に変更があったとき

は、変更後の信託期間の終了の日をいう。

(2) 法第18条第１項第２号関係

賃貸人の一方的意思表示によって「合意による解約」が成立する旨をあらかじめ定める等

「合意による解約」について賃貸借の当事者が実質的に合意をしたときが法第18条第１項第

２号にいう「合意」のときであると解され、そのときが農地等を引き渡すこととなる期限前

６か月前である場合には、その合意に係る「合意による解約」をしようとする当事者は都道

府県知事（指定都市（地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の19第１項の指定都市を

いう。以下同じ。）の区域内にあっては、指定都市の長）の許可を受けなければならない。

(3) 法第18条第１項第３号関係

① 「期間の満了前にその期間を変更したもの」には、賃貸借の期間を延長したものはもち

ろん、その期間を短縮したものも含まれる。

② 期間の定めのない賃貸借につきその期間を定めた場合におけるその賃貸借については、

法第18条第１項第３号の「10年以上の期間」の始期は、その期間を定めたときをいう。

(4) 法第18条第１項第４号関係

農業委員会に届出を行った場合であっても、届出に係る農地等が適正に利用されている場

合には解除の効力を生じないことは言うまでもない。

２ 法第18条第１項の許可基準

都道府県知事又は指定都市の長は、法第18条第１項の許可をするかの判断に当たっては、法

令の定めによるほか、次によるものとする。

(1) 法第18条第２項第１号の判断基準

法第18条第２項第１号の「信義に反した行為」とは、特段の事情がないのに通常賃貸人と

賃借人の関係を持続することが客観的にみて不能とされるような信義誠実の原則に反した行

為をいうものとする。

例えば、賃借人の借賃の滞納、無断転用、田畑転換等の用法違反、無断転貸、不耕作、賃

貸人に対する不法行為等の行為が想定される。

(2) 法第18条第２項第２号の判断基準

法第18条第２項第２号に該当するかは、例えば、具体的な転用計画があり、転用許可が見

込まれ、かつ、賃借人の経営及び生計状況や離作条件等からみて賃貸借契約を終了させるこ

とが相当と認められるか等の事情により判断するものとする。

(3) 法第18条第２項第３号の判断基準
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法第18条第２項第３号に該当するかは、賃貸借の消滅によって賃借人の相当の生活の維持

が困難となるおそれはないか、賃貸人が土地の生産力を十分に発揮させる経営を自ら行うこ

とがその者の労働力、技術、施設等の点から確実と認められるか等の事情により判断するも

のとする。

(4) 法第18条第２項第６号の判断基準

法第18条第２項第６号の「その他正当の事由がある場合」とは、賃借人の離農等により賃

貸借を終了させることが適当であると客観的に認められる場合とする。

これらの判断に当たっては、個別具体的な事案ごとに様々な状況を勘案し、総合的に判断

する必要があるが、法第２条の２の責務規定が設けられていることを踏まえれば、賃借人が

農地を適正かつ効率的に利用していない場合は、法第18条第２項第１号に該当しない場合で

あっても、同項第６号に該当することがあり得る。

このため、賃貸借の解約等を認めることが農地等の適正かつ効率的な利用につながると考

えられる場合には積極的に許可を行うべきである。

３ 賃貸借の当事者への通知

農業委員会は、法第18条第６項の規定により賃貸借につき解約の申入れ、合意による解約又

は賃貸借の更新をしない旨の通知をした旨の通知を受理した場合で、これらの行為が法第18条

第１項ただし書の規定により同項の許可を受けることを要しないものに該当しないと認めると

きは、速やかにその賃貸借の当事者に同項の許可を要する旨を通知するものとする。

４ 農業委員会に対する通知

都道府県知事又は指定都市の長は、法第18条第１項の処分を行った場合には、その旨を申請

に係る農地等の所在する市町村の区域を管轄する農業委員会に通知するものとする。

第10 法第25条関係

１ 和解の仲介に当たっての農業委員会の事務処理基準

農業委員会は、法第25条第１項の規定により和解の仲介を行おうとする場合の事務の処理に

当たっては、法令の定めによるほか、次によるものとする。

(1) 法第25条第１項の「和解の仲介を行うことが困難又は不適当」なときとは、例えば、その

利用関係の紛争に係る農地等に他の農業委員会の区域内にある農地等が含まれているとき、

その紛争が農地等に係る行政処分の変更等を必要とすることとなることが予想されるとき、

その紛争の当事者の一方が当該農業委員会の委員又はその配偶者若しくは世帯員等であると

き等をいう。

(2) 農業委員会は、法第25条第１項の規定による和解の仲介の申立てが当事者の代理人によっ

て行われる場合には、その代理権を有することを証する書面の提出を求めるものとする。

(3) 農業委員会の会長は、法第25条第２項の規定により仲介委員を指名する場合は、当該紛争

の当事者の親族である農業委員又は当該紛争について利害関係を有する農業委員は指名しな

いものとする。

また、農業委員会の会長は、仲介委員に事故がある場合には、その仲介委員の指名を解

き、新たに仲介委員を指名するものとする。

(4) 民事調停法（昭和26年法律第222号）による農事調停に付されている紛争について和解の

仲介の申立てがあった場合には、その申立ては受け付けておくものとし、和解の仲介は、原

則として、当該農事調停の決着を待って行うものとする。

(5) 本条の和解の仲介により和解が成立した場合には、民法第696条の和解の効力が発生す

る。

２ 和解の仲介に当たっての仲介委員の事務処理基準

法第25条第２項の規定により指名された仲介委員は、和解の仲介を行う場合の事務処理に当
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たっては、法令の定めによるほか、次によるものとする。

(1) 代理人の出頭

令第23条第１項の規定に基づき当事者の出頭を求めた場合に、同条第２項の規定により代

理人が出頭したときは、当事者がその者に対し仲介についての代理権を授与したことを証す

る書面の提出を求めるものとする。

(2) 仲介手続の休止

和解の仲介に係る紛争が農事調停等他の法令による紛争処理に係属している場合、その係

属中は、仲介手続を休止するものとする。

(3) 和解の仲介の打切り

令第25条第２項の規定により仲介の場において和解の仲介を打ち切ることを決定した場合

は、その旨を宣言するものとし、その他の場所においてその旨を決定した場合は、当事者及

び参加人に対し、その旨を通知するものとする。

(4) 農業委員会に対する報告

和解が成立した場合又は令第25条第２項の規定により和解の仲介を打ち切った場合には、

その経過及び結果を農業委員会に報告するものとする。

(5) 和解の仲介の申立ての取下げ

申立人から仲介の申立ての取下げがあった場合には、和解の仲介を終了するものとし、仲

介の場以外において取下げがあった場合には、被申立人及び参加人に対しその旨を通知する

ものとする。

３ 記録

農業委員会は、和解の仲介の申立てがありその仲介を行った場合は、申立人及び仲介委員の

氏名並びにその経過及び結果を記録し保管するものとする。この場合、和解の仲介の経過とし

ては、仲介の期日ごとにその出席した仲介委員、当事者、利害関係人等の氏名、仲介の概要及

び法第26条の規定により聴取した小作主事の意見を記録するものとする。

４ 調書の保管等

農業委員会は、仲介により和解が成立した紛争につき、令第25条第１項の規定による調書の

原本を整理しこれを保管するものとする。また、当事者その他利害関係人から申請があった場

合には、その調書の謄本を交付するものとする。

第11 法第26条関係

１ 小作主事の意見聴取

小作主事は、法第26条の規定により意見を求められた場合は、仲介期日に出席して、当事者

から事情を聴いた上で、意見を述べるものとする。なお、仲介期日に出席できない場合には、

仲介委員又は農業委員会の職員等から事件の内容の詳細を聴いた上で、書面によって意見を述

べるものとする。

２ 記録

小作主事は、法第26条の規定により意見を述べた場合には、その要旨を記録しておくものと

する。

第12 法第28条関係

１ 農業委員会の意見聴取

都道府県知事（法第28条第２項の規定により小作主事その他の職員に和解の仲介を行わせる

場合には、当該職員。２において同じ。）は、仲介を行うため必要があると認める場合には、

成立させるべき和解条項の適否及び仲介方針について農業委員会の意見を求めるものとする。

２ 準用
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第10の２（(4)を除く。）から４までの規定は、都道府県知事が法第28条第１項の規定によ

り和解の仲介を行う場合に準用する。この場合において、第10の３中「法第26条の規定により

聴取した小作主事の意見」とあるのは、「農業委員会の意見」と読み替えるものとする。

第13 法第37条から第41条まで関係

１ 裁定の申請

(1) 都道府県知事は、農地中間管理権（法第37条に規定する農地中間管理権をいう。以下同

じ。）の設定に関する裁定の申請があったときは、当該申請に係る農地の所有者等（法第32

条第１項に規定する所有者等をいう。以下同じ。）の氏名及び住所（法人にあっては、その

名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名）、当該申請に係る農地の所在、地番、

地目及び面積、当該申請に係る農地の利用の現況、当該申請に係る農地についての申請者の

利用計画の内容の詳細、希望する農地中間管理権の内容、始期及び存続期間並びに借賃及び

その支払の方法その他参考となるべき事項を公告するとともに、その申請に係る所有者等に

これを通知し、２週間を下らない期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければなら

ない。

(2) また、所有者等への通知に当たっては、その者の氏名及び住所（法人にあっては、その名

称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名）、その者の有する権利の種類及び内容、

その者の当該農地の利用の状況及び利用計画、その者が当該農地を現に耕作の目的に供して

いない理由、意見の趣旨及びその理由その他参考となるべき事項について、意見書において

明らかにしなければならない旨を併せて通知するものとする。

２ 裁定

都道府県知事は、法第39条第１項（法第41条第２項において読み替えて準用する場合を含

む。(1)において同じ。）の規定により農地中間管理権又は法第41条第１項に規定する農地を

利用する権利（以下｢農地中間管理権等｣という。）を設定すべき旨の裁定（以下「裁定」とい

う。）をする場合は、次によるものとする。

(1) 法第39条第１項の「当該農地の利用に関する諸事情」とは、農地中間管理権にあっては裁

定に係る申請書及び所有者等からの意見書によって把握したその農地の利用の現況、所有者

等の農業経営の状況等を、法第41条第１項に規定する農地を利用する権利にあっては裁定に

係る申請書及び法第32条第３項（法第33条第２項において読み替えて準用する場合を含

む。）の規定による公示後の農業委員会からの聴き取りによって把握したその農地の利用の

現況等をいい、裁定に当たっては、その農地の利用に関する事情をできるだけ幅広く、か

つ、客観的に把握することが適当である。

(2) 農地中間管理権等を設定すべき農地の所在、地番、地目及び面積、その権利の内容並びに

その権利の始期及び存続期間は、申請の範囲を超えてはならない。

(3) 農地中間管理権等の内容は、農地の現況及び用途からみて通常用いられる範囲内の利用形

態であることとする。例えば、水田に土盛りをして畑として果樹を植栽したり、畑を開田し

て水稲を栽培したりすることは裁定をする場合における農地中間管理権等の内容としては認

められない。

(4) 裁定をする場合における借賃又は借賃に相当する補償金の額については、農業委員会の提

供等による当該農地の近傍類似の農地の借賃等を十分考慮し、当該農地の生産条件等を勘案

して算定する。

この場合、農地中間管理権等の設定を受ける農地中間管理機構が当該農地を利用するため

に復旧工事を行う必要があると都道府県知事が認めるときは、復旧に必要な費用として算定

した額を勘案して借賃又は借賃に相当する補償金の額から減額することができるものとす

る。
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なお、法第41条第１項に規定する農地を利用する権利に係る借賃に相当する補償金の額

は、当該権利の存続期間に係る金額である。

３ 法第41条関係

(1) 法第41条第１項の規定による農地を利用する権利が設定された農地については、その残存

期間が１年以下となった場合には、法第33条第１項に該当する農地となることから（則第78

条第３号）、当該権利の設定を受けていた農地中間管理機構が当該農地の利用を希望する場

合は、当該権利が速やかに設定されるよう配慮されたい。

(2) 法第41条第５項により供託された補償金の還付手続については、当該農地の権利を有する

ことを証する登記簿謄本（所有権以外の権原による場合は、法第３条の農業委員会の許可を

受けたことを証する書面）を添えて行うものとする。

第14 法第43条関係

１ 法の適用

法第43条第１項の規定による届出に係る同条第２項に規定する農作物栽培高度化施設（以下

「農作物栽培高度化施設」という。）の用に供される土地（以下「高度化施設用地」とい

う。）については、当該農作物栽培高度化施設において行われる農作物の栽培を耕作に該当す

るものとみなして、法の全ての規定が適用される。

２ 農作物栽培高度化施設の基準

(1) 則第88条の３第１号の判断基準

① 「専ら農作物の栽培の用に供されるものであること」について、一律の基準は設けない

が、施設内における農作物の栽培と関連性のないスペースが広いなど、一般的な農業用ハ

ウスと比較して適正なものとなっていない場合には要件を満たさないと判断される。

② 農業委員会は、農作物栽培高度化施設が、専ら農作物の栽培の用に供されることを担保

するため、則第88条の２第２項第６号イに規定する書面を提出する必要があることを、届

出者（既に当該施設が設置されている高度化施設用地について、法第３条第１項に掲げる

権利を取得する場合には、当該土地の権利取得者。以下第14において同じ。）に通知する

こと。

③ なお、農業委員会は、則第88条の２第２項第５号に規定する営農に関する計画（以下

「営農計画書」という。）に記載された生産量と販売量を確認し、届出に係る施設の規模

が一般的な農作物の栽培に係る施設の規模と比べて実態に即したものとなっていないと考

えられる場合には、当該施設における営農継続を担保する観点から、必要に応じて、施設

を適切な規模に見直すよう届出者に助言することが適当である。適切な規模となっている

かどうかの判断に迷うときには、都道府県機構（農業委員会等に関する法律（昭和26年法

律第88号）第43条第１項に規定する都道府県機構をいう。）を通じて、都道府県等の施設

園芸関係部局に助言を求めることが適当である。

この際、地方公共団体その他の関係者は、同法第54条に基づき、都道府県機構から必要

な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならないこととされてい

ることに留意すること。

(2) 則第88条の３第２号の判断基準

① 同号イの判断基準

「農地法施行規則第88条の２第２項第４号及び第88条の３第２号イの農林水産大臣が定

める施設の高さに関する基準（平成30年農林水産省告示第2551号。以下第14において「告

示」という。）」により、以下に留意して判断すること。

ア 告示の２の「高さが８メートル以内」とは、施設の設置される敷地の地盤面（施設の

設置に当たって概ね30cm以下の基礎を施工する場合には、当該基礎の上部をいう。以下
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この(2)において同じ。）から施設の棟までの高さが８メートル以内であることをい

う。

また、「軒の高さが６メートル以内」とは、施設の設置される敷地の地盤面から当該

施設の軒までの高さが６メートル以内であることをいう。

イ 告示の２の「透過性のないもの」とは、着色されたフィルムや木材板、コンクリート

など日光を透過しない素材をいう。

ウ 告示の２の「屋根又は壁面を覆う」とは、屋根や壁面について、柱、梁、窓枠、出入

口を除いた部分の大部分の面積を被覆素材が覆っている状態をいう。

エ 告示の２の「周辺の農地におおむね２時間以上日影を生じさせることのないもの」と

は、当該施設の設置によって、周辺農地の地盤面に概ね２時間以上日影を生じさせない

ことをいい、判断に当たっては次によるものとする。

農作物栽培高度化施設を設置するために、届出に係る土地に新たに施設を設置する場

合にあっては、則第88条の２第２項第４号の規定による図面により、春分の日及び秋分

の日の午前８時から午後４時までの間において２時間以上日影が生じる範囲に周辺農地

が含まれていないことを確認することによって判断する。

既存の施設の底面をコンクリート等で覆うための届出が行われた場合にあっては、等

時間日影図又は届出書に記載された当該施設の軒の高さと、施設の敷地と隣接（道路、

水路、線路敷等を挟んで接する場合を含む。）する農地との敷地境界線から当該施設ま

での距離が、次に該当することを確認することによって判断する。

施設の軒の高さ 敷地境界線から当該施設までの距離

２ｍ以内 ２ｍ

２ｍ超 ３ｍ以内 ２．５ｍ

３ｍ超 ４ｍ以内 ３．５ｍ

４ｍ超 ５ｍ以内 ４ｍ

５ｍ超 ６ｍ以内 ５ｍ

② 同号ロの判断基準

ア 「その他周辺の農地に係る営農条件に著しい支障」とは、例えば、周辺農地の土砂の

流出又は崩壊、雨水の流入等により、営農条件に著しい支障が生じる場合が想定され

る。

イ 「必要な措置が講じられていること」とは、例えば、土砂の流出による周辺農地への

支障が生じることが想定される場合には、それを防止するための擁壁の設置など、農作

物栽培高度化施設の設置によって想定される周辺農地の営農条件に著しい支障が生じな

いよう必要な措置が講じられているかによって判断する。

なお、農作物栽培高度化施設が設置された後、周辺農地の営農条件に著しい支障が生

じた場合において、当該支障を防除することが担保されるよう、届出者から、施設を設

置することによって、周辺農地に著しい支障が生じた場合には適切な是正措置を講ずる

旨の同意書の提出を求めること。

また、施設の設置によって、営農条件に著しい支障が生じるおそれがあると認められ
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る場合には、当該支障を防止するための措置を講ずることを記載した書面の提出を求め

た上で、支障を防止するために十分な措置となっているか判断すること。

(3) 則第88条の３第３号の判断基準

① 「施設の設置に必要な行政庁の許認可等」については、法令（条例を含む。）により義

務付けられている行政庁の許可、認可、承認等をいう。

② 「許認可等を受けていること」については、則第88条の２第２項第８号に規定する許認

可等（以下第14において「許認可等」という。）を受けたことを証する書面により確認し

て判断すること。

③ 「許認可等を受ける見込みがあること」については、届出書に添付する許認可等を受け

る見込みがあることを証する書面に記載された担当部局への問い合わせにより確認して判

断すること。

(4) 則第88条の３第４号の判断基準

「施設が法第43条第２項に規定する施設であることを明らかにするための標識」とは、次

の全ての要件を満たす必要がある。

① 敷地に設置されている施設が、同項に基づく農作物栽培高度化施設であることを表示し

たものであること。

② 耐久性を持つ素材で作成されたものであり、敷地外から目視によって記載されている内

容を確認できる大きさのものであること。

(5) 則第88条の３第５号の判断基準

「届出に係る土地が所有権以外の権原に基づいて施設の用に供される場合」とは、届出に

係る土地が所有権以外の権原に基づき高度化施設用地とされる全ての場合をいう。

また、共有となっている農地（高度化施設用地を除く。）を高度化施設用地とするために

法第43条第１項に掲げる届出を行う場合には、当該農地について所有権を有する者の全ての

同意を得る必要があること。

(6) 附帯設備の取扱い

農作物栽培高度化施設に設置する事務所、駐車場等の附帯設備の取扱いについては、「施

設園芸用地等の取扱いについて（回答）（平成14年４月１日付け13経営第6953号経営局構造

改善課長通知）」で示したとおり、高度化施設用地における農作物の栽培に通常必要不可欠

なものとは言えず、当該農地から独立して他用途への利用又は取引の対象となり得ると認め

られる場合には、高度化施設用地として取り扱うことはできない。

(7) 農作物栽培高度化施設の屋根又は壁面に太陽光発電設備等を設置する場合等の取扱い

農作物栽培高度化施設の屋根又は壁面に太陽光発電設備等を設置する場合等は、(1)から

(6)までのほか、次の①又は②によること。

① 農作物栽培高度化施設の屋根又は壁面に設置する場合

農作物栽培高度化施設の屋根又は壁面に太陽光発電設備等を設置する場合において、次

のいずれかに該当するときは、農作物栽培高度化施設に該当する。

ア 売電しない場合

発電した電力を農作物栽培高度化施設に設置されている設備に直接供給するものであ

り、発電能力が当該農作物栽培高度化施設の瞬間的な 大消費電力を超えないこと

イ 売電する場合

次のいずれかの者が、その計画に位置付けられた農作物栽培高度化施設に設置するこ

と

(ｱ) 農業経営基盤強化促進法第12条第１項の規定に基づく農業経営改善計画（同法第

13条第１項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のものをいう。以下

５の(1)の③において同じ。）の認定を受けた者
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(ｲ) 農業経営基盤強化促進法第14条の４第１項の規定に基づく青年等就農計画（同法

第14条の５第１項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のものをい

う。以下５の(1)の③において同じ。）の認定を受けた者

② 農作物栽培高度化施設に附帯して農地に設置する場合

農作物栽培高度化施設に設置する附帯設備の取扱いについては(6)で示したとおりであ

り、農作物栽培高度化施設に附帯して太陽光発電設備等を農地に設置する場合について

も、高度化施設用地における農作物の栽培に通常必要不可欠なものとは言えず、当該高度

化施設用地から独立して他用途への利用又は取引の対象となり得ると認められる場合に

は、高度化施設用地として取り扱うことはできない。

３ 法第43条第１項の規定による届出

法第43条第１項の規定による届出については、次のとおり取り扱うものとする。なお、届出

内容を変更する場合についても、これを準用する。

(1) 届出手続

① 農地（高度化施設用地を除く。）を高度化施設用地（高度化施設用地において農作物

栽培高度化施設の増改築や建て替えを行う場合を含む。）とするため、法第43条第１項

の規定による届出をしようとする者には、「農地法第43条及び第44条の運用について」

の制定について（平成30年11月20日付け30経営第1796号経営局長通知。以下「運用通

知」という。）様式例第１号による届出書を当該農地の所在地を所管する農業委員会に

提出させる。

② ①の届出書には、次に掲げる書類を添付させる。

ア 則第88条の２第２項各号に規定される書類

これらの書類については、次の点に留意すること。

(ｱ) 同項第３号に規定する図面については、同号に規定する事項のほか、届出に係る

施設の底面について、次のいずれかの用途に利用するのかを明らかにするものであ

ること。

(ⅰ) 農作物の栽培施設

(ⅱ) 作業用通路、環境制御装置の置場、その他農作物の栽培に必要不可欠な施設

(ｲ) 同項第４号に規定する図面については、届出に係る施設について、次の事項を示

すものであること。

(ⅰ) 農作物栽培高度化施設が、春分の日及び秋分の日の午前８時から午後４時ま

での間において、平均地盤面からの高さ０ｍに２時間以上日影を生じさせる範

囲

(ⅱ) 敷地境界線

(ⅲ) 縮尺及び方位

(ⅳ) 敷地内における農作物栽培高度化施設の位置

(ⅴ) 農作物栽培高度化施設からの水平距離５ｍ及び10ｍの線

(ｳ) 同項第５号に規定する計画については、運用通知様式例第２号により提出するこ

と。なお、２の(7)の①のいずれかに該当する場合は、同規定に該当することがわ

かる資料を併せて提出させる。

(ｴ) 同項第６号に規定する書面については、運用通知様式例第１号の届出書に記載さ

れた同意事項を確認することで足りる。

(ｵ) 同項第７号ロに規定する書面については、運用通知様式例第３号により提出する

こと。

(ｶ) 同項第８号に規定する書面については、運用通知様式例第１号の届出書に許認可

等の時期など必要事項を記載することで足りる
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イ 届出に係る土地を高度化施設用地とする行為の妨げとなる所有権以外の権利を有す

る者がいる場合において、当該権利を有する者が届出に係る施設の設置について同意

したことを証する書面（運用通知様式例第３号）。その他参考となる書類。

③ 届出書に②のイの書類を添付させる場合には、届出者の負担軽減の観点から、特に次

のことに留意する。

ア 届出書の記載事項の真実性を裏付けるために必要不可欠なものであるかどうか

イ 届出の受理又は不受理の判断に必要不可欠なものであるかどうか

ウ 既に保有している資料と同種のものでないかどうか

(2) 農業委員会の処理

① 農業委員会は、届出書の提出があったときは、

ア 届出に係る施設が則第88条の３各号の要件を満たしているか

イ 届出書の法定記載事項が記載されているか

ウ 添付書類が具備されているか

エ 農作物栽培高度化施設を設置するために法第３条第１項に掲げる権利を取得する場

合には同項に係る許可の申請がなされているか

を確認の上、その受理又は不受理を決定する。

② なお、届出に係る土地が所有権以外の権利に基づき農作物栽培高度化施設の用に供さ

れる場合には、農業委員会は、当該土地の所有者に対して、当該施設において農作物の

栽培が行われないことが確実となったとき、当該土地は違反転用状態になるとともに、

当該土地の所有者においては、法第２条の２の規定に基づき、農地の農業上の適正かつ

効率的な利用を確保するようにしなければならないこと、また、遊休農地に関する措置

の対象になり得ることを周知する。

その上で、当該土地の所有者に対して、所有権以外の権利に基づいて当該施設におい

て農作物の栽培を行う者が撤退した場合の混乱を防止するため、

ア 土地を明け渡す際の原状回復の義務は誰にあるか

イ 原状回復の費用は誰が負担するか

ウ 原状回復がなされないときの損害賠償の取り決めがあるか

エ 貸借期間の中途の契約終了時における違約金支払いの取り決めがあるか

について、土地の契約において明記することが適当である旨、周知すること。

③ 農業委員会は、法第43条第１項の規定により届出書の提出があった場合において、当

該届出を受理したときは運用通知様式例第４号によりその旨を、当該届出を受理しなか

ったときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知しなけれ

ばならない。

④ 農地法関係事務処理要領の制定について（平成21年12月11日付け21経営第4608号・21

農振第1599号農林水産省経営局長・農村振興局長通知）別紙１第４の１の(5)のウの規

定は、農業委員会が届出者に対して受理しない旨の通知をする場合に準用する。

⑤ 農業委員会は、届出書の提出があったときは、直ちに、法第43条第１項の規定による

届出は農業委員会において受理されるまでは届出の効力が発生しないことを届出者に対

して十分に説明し、受理通知書の交付があるまでは、農作物栽培高度化施設の設置に係

る行為に着手しないよう指導する。

また、これに加えて、農作物栽培高度化施設において農作物の栽培が行われないこと

が確実となった場合には、当該施設において行われる農作物の栽培を耕作とみなすこと

ができず、法第４条第１項の規定に違反することとなることを届出者に対して周知する

こと。

⑥ 農業委員会は、届出書の提出があった場合には、直ちに、受理又は不受理の決定に係
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る専決処理手続を進めるものとする。

また、受理通知書又は不受理通知書が、遅くとも、届出書の到達があった日から２週

間以内に届出者に到達するように事務処理を行う。

なお、届出に係る事務を専決処理したときは、当該事案について直近の総会又は部会

に報告することが適当と考えられる。

⑦ 農業委員会は、届出に係る農地が土地改良区の地区内にあるときは、法第43条第１項

の規定による届出がなされたことを当該土地改良区に通知する。

４ 高度化施設用地に法の規定を適用する際の留意事項

(1) 法第３条関係

① 法第３条第１項の許可の申請の内容が、

ア 農地（高度化施設用地を除く。）を高度化施設用地として利用するために同項本文に

掲げる権利を取得しようとするものであるとき

イ 高度化施設用地について同項本文に掲げる権利を取得するとともに、農作物栽培高度

化施設の増改築又は建て替えを行うものであるとき

のいずれかのときには、当該許可の申請と併せて法第43条第１項の規定による届出を行う

必要がある。

② 法第３条第１項の許可の申請の内容が、既に設置されている農作物栽培高度化施設の用

地について、同項本文に掲げる権利を取得しようとするものであるときは、権利の取得と

併せて施設の増改築又は建て替えを行う場合を除き、当該許可の申請と併せて法第43条第

１項の規定による届出を行う必要はないが、当該権利を取得した後、則第88条の３に規定

する農作物栽培高度化施設の基準を満たす必要がある。

このため、農業委員会は、許可申請書には、農作物栽培高度化施設の基準を満たすこと

を確認するために必要な次の資料を添付させるものとする。

ア 農作物の栽培の時期、生産量、販売量及び届出に係る施設の設置に関する資金計画そ

の他当該施設で行う事業の概要を明らかにする事項について記載した営農に関する計画

イ 次に掲げる要件の全てを満たすことを証する書面

(ｱ) 届出に係る施設における農作物の栽培が行われていない場合その他栽培が適正に行

われていないと認められる場合には、当該施設の改築その他の適切な是正措置を講ず

ることについて同意したこと。

(ｲ) 周辺の農地に係る日照に影響を及ぼす場合、届出に係る施設から生ずる排水の放流

先の機能に支障を及ぼす場合その他周辺の農地に係る営農条件に支障が生じた場合に

は、適切な是正措置を講ずることについて同意したこと。

ウ 届出に係る土地を所有権以外の権原に基づいて高度化施設用地にしようとする場合、

当該土地の所有権を有する者が施設の設置について同意したことを証する書面

③ 農作物栽培高度化施設について賃貸借契約が締結される場合、当該施設の賃借人は、そ

の当該高度化施設用地を使用収益する権利を有することとなるため、法第３条第１項の許

可申請が必要となる。

(2) 法第４条及び第５条関係

① 高度化施設用地について、法第４条又は第５条の農地を農地以外のものにする行為の対

象となるのは、次に該当する場合である。

ア 高度化施設用地を農地（高度化施設用地を除く。）又は高度化施設用地以外の用に供

する場合

例えば、次の場合がこれに該当する。

(ｱ) 農作物栽培高度化施設を撤去し、住宅や工場などの施設を設置する場合

(ｲ) 農作物栽培高度化施設の内部を倉庫や飲食店、直売所などとして利用する場合
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イ 高度化施設用地において農作物の栽培の用に供されないことが確実となった場合とし

て、次に該当する場合

(ｱ) 法第44条の規定に基づく勧告で定める相当の期限を経過してもなお当該施設におい

て農作物の栽培が行われない場合

(ｲ) 当該施設の所有者等が、法第44条の規定に基づく勧告で定める相当の期限を経過す

るよりも前に、当該施設において農作物の栽培を行わない意思を示した場合

(ｳ) 法第32条第３項に規定される公示から２月を経過してもなお当該施設の所有者等が

農業委員会に申し出ない場合

(ｴ) 農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなった場合において、国が当該法人の

農作物の栽培の用に供されている高度化施設用地を買収するため、農業委員会が法第

７条第２項の規定による公示を行った場合

② 高度化施設用地を農作物の栽培以外の用に供する場合には、それが一時的なものである

場合であっても、農地を農地以外のものにすることとなるため、法第４条第１項の許可又

は第５条第１項の許可が必要となる。

③ 法第43条第１項の届出を行い農業委員会に受理された後、則第88条の３の基準を満たし

ていない施設を設置しようとする場合には、法第４条第１項の許可又は第５条第１項の許

可が必要となる。

④ 農業委員会は、高度化施設用地が、法第４条第１項の許可又は第５条第１項の許可を得

ずに①のいずれかに該当した場合には、同項の規定に違反するものとして、都道府県知事

等に報告すること。

(3) 法第７条及び第10条関係

① 国は、高度化施設用地について、法第７条第２項に基づく公示を行った場合には、買収

後、農作物栽培高度化施設も含めて売り渡す見込みがある場合を除き、撤去して農地（高

度化施設用地を除く。）に復元する原状回復命令を行うよう、都道府県知事等に求めるも

のとする。

② 買収の対象となる農地等が、高度化施設用地である場合には、その舗装等に係る築造費

を次式により算出し、農地等の対価に加算すること。

ｍ－ｎ

Ｐ Ｑ

ｍ

Ｐ：推定再築造費

ｍ：耐用年数

ｎ：経過年数

Ｑ：築造費のうち、所有者が負担した部分の割合

(4) 法第51条及び第52条の４関係

① 都道府県知事等は、農作物栽培高度化施設で農作物の栽培が行われておらず、農業委員

会から高度化施設用地が違反転用に該当する旨の報告があった場合、他の違反転用の事案

と同様に行うこと。

② 都道府県知事等は、高度化施設用地が違反転用に該当する旨の報告があった場合には、

農作物栽培高度化施設に係る届出や当該施設に対する遊休農地に関する措置等、現在まで

に行った取組を農業委員会に聞き取り、これを整理した台帳を都道府県等の行政文書に関

するルールに従って作成・保存し、違反転用に係る是正措置に資するものとする。

③ 農業委員会は、違反転用者等から都道府県知事等による処分又は命令の履行を完了した

旨の届出があったときにおいて、再び農作物栽培高度化施設となる事案については、当該



- 26 -

施設となる基準を農業委員会が確認した上で、都道府県知事等に報告する。

５ その他留意事項

法第43条第１項の規定による届出を行って農作物栽培高度化施設を設置した後に当該施設の

増改築又は建て替えを行う場合には、法第43条第１項の規定による届出を再び行う必要があ

る。

なお、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（平成30年法律第23号。以下「改正

法」という。）の施行の日より前に設置された農作物の栽培を行う施設の用に供される土地の

うち、次の(1)の基準の全てを満たすものについては、次の(2)に基づき取り扱うものとする。

(1) 届出の対象となる施設の基準について

① 届出の時点において、農用地区域（農業振興地域の整備に関する法律第８条第２項第１

号に規定する農用地区域をいう。）内にある土地に設置されていること。

② 農業委員会において、当該施設の用に供されている土地について、改正法の施行の日よ

り前に法第４条第１項の許可又は第５条第１項の許可を得て並びに法第４条第１項ただし

書き又は第５条第１項ただし書きの規定に該当して農地を農地以外のものにされたこと

が、次のアからウまでのいずれかの書類で確認できること。

ア 農地転用許可に係る許可権者の決裁文書

イ 農地転用許可書の写し

ウ ア又はイに準ずる文書

③ 農業経営改善計画又は青年等就農計画において、当該施設で農作物の栽培を行わなく

なった場合に施設を撤去し、農地の状態に回復する意向がある旨の記載があること。

④ 則第88条の３に規定する農作物栽培高度化施設の基準を満たしていること。

(2) 法第43条第１項による届出の取扱い及び法の規定を適用する際の留意事項について

① 農業委員会は、法第43条第１項の規定に基づく届出があった場合には、３に準じて取り

扱うものとする。

② 農業委員会は、(1)の②の確認に当たっては、必要に応じ、当該届出を行った者に対

し、同イ及びウに関する文書の提出を求めることができる。また、農業委員会が保有する

書類で確認することができない場合には、都道府県又は指定市町村の農地転用担当部局に

対して、同アからウまでの書類の提供を受けること等により、改正法の施行の日より前に

届出に係る土地について行われた農地の転用の許可の有無を確認する。

③ 農業委員会は、３の(2)の③の届出を受理した旨を通知する場合には、当該届出に係る

土地の登記簿上の地目を高度化施設用地としての地目（田又は畑）に変更することが望ま

しい旨を併せて周知する。なお、運用通知様式例第４号の記の２の「現況」欄は、届出を

受理した後の高度化施設用地としての地目（田又は畑）を記載する。

④ 高度化施設用地の登記手続きを適切に行う観点から、農業委員会は、３の(2)の③の届

出を受理した旨を通知した場合には、速やかに、その旨を農林水産省経営局経由で法務省

民事局に連絡する。

⑤ ①の届出に係る法の規定の適用は、４を準用する。

６ 制度の適切な運用のための支援

農林水産省や農業委員会等に関する法律第42条第１項に規定する農業委員会ネットワーク機

構は、農業委員会からの相談に適切に対応することにより、農作物栽培高度化施設に係る制度

の適切な運用が図られるよう努めるものとする。

第15 法第51条及び第52条の４関係

１ 法第51条第１項の規定による処分の基準
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都道府県知事等は、法第51条第１項の規定により、違反転用に対する処分を行うに当たって

は、法令の定めによるほか、次によるものとする。

なお、都道府県知事等は、農作物栽培高度化施設において農作物の栽培が行われないことが

確実となった場合で、農業委員会から高度化施設用地が違反転用に該当する旨の報告があった

ときには、他の違反転用の事案と同様に処分を行うものとする。

(1) 農地転用許可及び高度化施設用地の記録の整理及び保存

都道府県知事等は、法第４条第１項若しくは第５条第１項の規定による許可又は農業委員

会から高度化施設用地が違反転用に該当する旨の報告があった場合には、次のように記録を

整理・保存するものとする。

① 事案ごとに、その概要を整理した台帳を作成・保存し、工事の進捗状況の把握及び事業

計画に従った事業執行についての催告等に資するものとする。

② 高度化施設用地が違反転用に該当する事案にあっては、農作物栽培高度化施設に係る則

第88条の２の規定に基づく届出、当該農作物栽培高度化施設に対する法第４章の遊休農地

に関する措置又は法第44条の規定に基づく勧告等、現在までに行った取組を農業委員会か

ら聴取し、これを整理した台帳を作成・保存し、違反転用を是正するための必要な措置に

資するものとする。

(2) 農業委員会からの報告の徴収

都道府県知事等は、違反転用の事実を知り、又はその疑いがあると認められる場合は、法

第50条の規定に基づき、必要に応じ農業委員会に対して土地の状況その他違反転用に係る事

情等の調査及び報告を求めるものとする。

(3) 違反転用者等に対する勧告

都道府県知事等は、違反転用事案があった場合には、法第51条第１項の規定による処分を

行う前に、違反転用者等に対し工事その他の行為の停止等を書面により勧告するものとす

る。また、勧告を行った場合には、当該勧告に係る農地の所在する市町村の区域を管轄する

農業委員会にその旨を通知するものとする。

(4) 処分に当たっての考慮事項

都道府県知事等は、法第51条第１項の規定による処分を行うに当たっては、違反転用事案

の内容及び違反転用者等からの聴聞又は弁明の内容を検討するとともに、当該違反転用事案

に係る土地の現況、その土地の周辺における土地の利用の状況、違反転用により農地及び採

草放牧地以外のものになった後においてその土地に関し形成された法律関係、農地及び採草

放牧地以外のものになった後の転得者が詐偽その他不正の手段により許可を受けた者からそ

の情を知ってその土地を取得したかどうか、過去に違反転用を行ったことがあるかどうか、

是正勧告を受けてもこれに従わないと思われるかどうか等の事情を総合的に考慮して処分の

内容を決定するものとする。

(5) 農業委員会に対する通知等

都道府県知事等は、法第51条第１項の規定による処分を行った場合には、その旨をこれら

の処分に係る農地の所在する市町村の区域を管轄する農業委員会に通知するとともに、その

履行状況等につき法第50条の規定により当該農業委員会に報告を求めるものとする。

２ 法第51条第３項の規定による処分の基準

都道府県知事等は、法第51条第３項の規定による処分を行うに当たっては、法令の定めによ

るほか、行政代執行法（昭和23年法律第43号）第４条の規定の例により、当該処分のために現

場に派遣される執行責任者に対し、本人であることを示す証明書を携帯させ、要求があるとき

は、いつでもこれを提示させるものとする。

３ 法第52条の４の規定による要請
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農業委員会は、１に規定する違反転用に係る都道府県知事等の事務の処理状況を考慮し

て、必要があると認めるときは、法第52条の４の規定により、都道府県知事（指定市町村の

区域内にあっては、指定市町村の長。以下この３において同じ。）に対し、法第51条第１項

の規定による命令その他必要な措置を講ずべきことを要請するものとする。

また、要請は、都道府県知事が講ずべき措置の内容を示して行うことが望ましい。

第16 法第63条の２関係

この法律の運用に当たっては、我が国農業は、家族経営及び農地所有適格法人による経営等を

中心とする耕作者が農地に関する権利を有することが基本的な構造であり、これらの耕作者と農

地が農村社会の基盤を構成する必要不可欠な要素であることを十分認識することが重要である。

このため、法第63条の２において、運用上の配慮規定が設けられているところである。

なお、農地制度の運用については、平成21年の農地法等の一部を改正する法律の国会審議の

際、衆・参両院で附帯決議がなされている。

別紙２

農地法等の一部を改正する法律附則に係る処理基準

都道府県知事及び農業委員会は、農地法等の一部を改正する法律（平成21年法律第57号。以下

「改正法」という。）附則第３条、第５条、第６条及び第８条の規定により、なお従前の例による

又はなおその効力を有するものとされた改正法第１条の規定による改正前の農地法（昭和27年法律

第229号。以下「旧法」という。）の規定に基づく農地等の買収、売渡し、未墾地等の買収、売渡

し及び譲与並びに買収した土地等の管理については、法令に定めるほか次によるものとする。

第１ 改正法附則第３条関係

都道府県知事は、旧法第11条第１項第３号の対価の算定に当たっては、農地法施行令等の一

部を改正する政令（平成21年政令第285号。以下「改正令」という。）第１条の規定による改

正前の農地法施行令（昭和27年政令第445号。以下「旧令」という。）第２条第３項の規定に

より、農林水産大臣の承認を受けて定めた算定方法により行う。

第２ 改正法附則第５条関係

農業委員会は、旧法第36条第１項第３号の規定により、売渡しの相手方として適当であると

認めるに当たっては、旧法第37条に規定する買受申込書を提出した者の経営規模、経営の状

況、経営能力等を総合的に勘案した上、効率的かつ安定的な農業経営の育成、農業経営の法人

化の促進、農地の集団化等に資するよう配慮するものとする。

第３ 改正法附則第６条第３項関係

都道府県知事は、旧法第71条の規定により、旧法第67条第１項第６号の時期到来後、遅滞な

く、売り渡した土地等の状況を検査しなければならないこととされているが、次に掲げる場合

には、検査を翌年度に延期して差し支えないものとする。なお、この場合には、土地等の売渡

しを受けた者に対し、翌年度において検査が実施される旨を通知するものとする。

(1) 検査時期が冬期間となり積雪等自然条件の障害のため検査の実施が不可能な場合

(2) 災害等偶発的事故の発生その他やむを得ない事由により検査延期を相当とする場合

第４ 改正法附則第６条第４項関係
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(1) 旧法第73条の許可基準

都道府県知事は、旧法第73条第１項の許可をするかの判断は、法令の定めによるほか、次

によるものとする。

① 旧法第61条の規定により売り渡された土地等について旧法第72条第１項の規定による買

収を行うことが相当であると認められる場合には、許可を行わないものとする。

② ①に該当する場合を除き、農地を転用するためその農地について農地法（昭和27年法律

第229号。以下「法」という。）第３条第１項本文に掲げる権利を取得する行為に係る旧

法第73条第１項の許可をするかについては、法第５条第２項に規定する許可の基準によっ

て判断するものとする。

③ ①及び②以外に該当する場合は、法第３条第２項に規定する許可の基準によってその可

否を判断するものとする。

(2) 農業委員会に対する通知

都道府県知事は、旧法第73条第１項の処分を行った場合及び農林水産大臣から同項の処分

を行った旨の通知があった場合には、その旨を申請に係る農地の所在する市町村の区域を管

轄する農業委員会に通知するものとする。

第５ 改正法附則第６条第６項関係

都道府県知事は、旧法第74条の２第３項の規定により、譲与の相手方に譲与通知書を交付す

るに当たっては、同条第１項に規定する条件によるほか、次に掲げる条件を付するものとす

る。

(1) 譲与された道路等の用途を廃止しようとする場合には、あらかじめその旨を都道府県知事

に通知すること。

(2) 譲与された道路等の所有権又は使用及び収益を目的とする権利を第三者に移転又は設定し

ないこと。

第６ 改正法附則第８条第１項関係

１ 維持及び保存

(1) 管理の一般原則

都道府県知事は、旧法第78条第１項に規定する土地、立木、工作物及び権利（以下「自作

農財産」という。）のうち同条第２項及び旧令第15条第１項の規定により都道府県知事が管

理することとされた財産については、次により管理の適正を図るものとする。

① 毎年調査を行い、必要に応じ適正な措置を講ずるものとする。特に、未貸付地について

は、調査を重点的に行うものとする。

また、開拓財産（旧令第15条の２第１項に規定する開拓財産をいう。以下同じ。）につ

いては、調査の際に３の(1)に規定する開拓財産台帳と現地に所在する土地との不符合状

態の解消に努めるものとする。

なお、調査の結果を管理記録カードに記録して保管するものとする。

② 自作農財産の無断転用、不法占有、誤盗伐、侵墾、火災その他財産の管理上支障を来す

事故（以下「無断転用等」という。）の発生を未然に防止するものとする。土地について

は、道水路、立木等を目標物として利用して所在及び境界を明らかにしておくとともに、

必要に応じ、次の措置をとるものとする。

ア 確定測量を実施し登記の嘱託を行うこと。

イ 自作農財産である旨を表示した標識を設置すること。

ウ 国有財産管理人を設置すること。

エ 柵等を設置すること。
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③ 土地の利用履歴等から地下埋設物や土壌汚染等が存在する蓋然性が高い場合には、地下

埋設物や土壌汚染等の状況について調査等を実施するものとする。

④ 自作農財産の境界、不用物件の収去等に関し、紛争が生じた場合には、速やかに地方農

政局長（北海道にあっては経営局長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長。以下同じ。）

にその旨を通知するとともに、その紛争の解決に努めるものとする。また、紛争の当事者

が境界確定、明渡し、収去等に応じない場合は、自作農財産の状況等を十分に把握し、必

要に応じて、法務局、弁護士その他の専門家の意見を聴いた上で、積極的かつ速やかに必

要な手続を行うものとする。

⑤ 不法占有等を発見した場合には、速やかに地方農政局長にその旨を通知するとともに、

自作農財産の状況等を十分に把握し、必要に応じて、法務局、弁護士その他の専門家の意

見を聴いた上で、次の措置を講ずるものとする。

ア 自己の権原に基づかないことを知っている者によって無断で利用に供されている土地

については、原則として所有権に基づく所有物返還請求権を行使するとともに、不法行

為に基づく損害賠償請求又は不当利得の返還請求を行うこと。

イ 被害木等（自作農財産のうち、誤伐又は盗伐された立木及び正当な権原を有しない者

に採取された砂礫等の自作農財産に係る雑産物をいう。以下同じ。）については、誤伐

等を行った者の発見に努め、これらの者から始末書を徴した上、被害木等を回収するこ

と。

⑥ 開拓財産について５の(7)の不要地調書の提出を行うに当たり、その認定に伴い用途廃

止をすべき土地改良財産（土地改良法（昭和24年法律第195号）第94条に規定する土地改

良財産をいう。以下同じ。）があるときは、あらかじめ、当該施設等に係る用途廃止のた

めの所要の措置を講ずるものとする。

(2) 他用途との併用

開拓財産である道路(以下「開拓道路」という。)について、併用（改修工事若しくは拡幅

工事を行うこと又は現状のままで他の目的に併用することをいう。以下同じ。)を希望する

者(以下「併用事業者」という。)がある場合には、都道府県知事は、次により処理するもの

とする。

① 開拓道路を旧法第74条の２の規定による譲与又は旧法第80条第１項の規定による売払い

若しくは所管換若しくは所属替(以下「処分」という。)の対象とすることができる場合に

は、併用してはならない。

② 開拓道路が①に該当せず、かつ、併用を希望する旨の申出の内容がやむを得ないと認め

られるときは、次に掲げる事項その他必要な事項について文書をもって協定した上で併用

させるものとする。なお、この場合において、開拓道路が将来土地改良財産として所属替

をすると見込まれる財産である場合には、所属替後に管理することとなるべき者と十分に

調整を行うものとする。

ア 開拓道路としての機能を現状以下に低下させないこと及び併用により開拓道路として

の使用が著しく阻害されることのないこと。

イ 開拓道路の維持管理については、関係者は誠意をもってこれに当たるものとし、補修

等のために要する費用は原則として、併用事業者が負担すること。

ウ 併用事業者において協定内容に違反した事実のあるとき又は開拓道路の処分が決定し

たときは、都道府県知事の併用解除の通知により、協定は失効するものとすること。

この場合において、協定前の原状に復する必要があるときは、併用事業者はその費用

を負担することとし、また、併用事業者が開拓道路に関して支出した費用については、

併用事業者は国に対し負担を求めないこと。

エ 協定の締結期間は、原則として１年とし、その後必要に応じ１年ごとに更新するこ
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と。

オ 協定に定めのない事項については、その都度双方で協議して定めるものとすること。

カ 協定を締結したときは、その協定書の写しを添えてその都度地方農政局長に報告する

とともに、開拓財産台帳の当該財産の備考欄にその旨を記載するものとすること。

(3) 復旧措置等

都道府県知事は、天災その他の事故の処理について次により処理をするものとする。

① 自作農財産が毀損した場合の復旧及び毀損のおそれがある場合の防災措置を次により行

うものとする。ただし、当該財産が旧令第16条第１項第６号に該当する場合には、ア又は

イに該当する場合を除き、原則として復旧又は防災措置を行わないものとする。

ア 自作農財産の毀損状態が、人の生命及び身体に危険を与えるおそれがあり応急措置を

要すると認められる場合又は隣接地若しくは建物等に被害を与えており応急措置を要す

ると認められる場合、直ちに必要となる応急措置を講ずるものとする。

イ 土砂崩れ等災害の危険があり、放置すれば隣接地等に被害を及ぼすと認められる場合

には、防災のための措置を講ずるものとし、この場合において防災関係の補助事業を活

用できるときは、これを活用するものとする。

ウ 次に掲げる場合で農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律

（昭和25年法律第169号。以下「暫定法」という。）の適用を受けるものは同法による

復旧を申請するものとする。

(ｱ) 自作農財産で農耕目的に貸付け中のものが災害を受けた場合

(ｲ) 自作農財産で未貸付けのものが災害を受け、隣接の農地等に被害を及ぼした場合

(ｳ) 開拓財産で土地改良法第87条の２の規定により造成されたもの以外の土地改良施設

である道水路の敷地に供されているものが災害を受けた場合

エ 土地改良法第87条の２の規定により造成された土地改良施設で敷地が開拓財産であ

り、かつ、管理未委託のものが災害を受けた場合は、都道府県の土地改良担当部局と連

絡調整し、同法第88条第１項による手続をとるものとする。

オ 自作農財産に係る災害が暫定法の適用を受けられない場合又は防災関係の補助事業の

採択基準に達しない場合において、復旧又は防災の措置を講ずる場合は、関係者の受益

割合に応じて費用の振分けについて協議を行うものとする。

(4) 旧所有者等の確認等

都道府県知事は、５の(7)の不要地調書の提出を行うとき又は地方農政局長（北海道にお

いて旧令第16条第１項第１号から第３号までに掲げる土地等に係るものにあっては、農村振

興局長）から旧法第80条第１項の認定（以下「不要地認定」という。）があった旨の通知を

受けたときには、次により提出又は通知に係る土地（以下「不要地」という。）についての

旧所有者の確認等を行うものとする。

① 開拓財産の確定等

ア 旧令第16条第１項第５号から第７号までに掲げる不要地のうち、特に境界に係る紛争

があるもの及び市街化区域内のものについては、境界を確定し、実測を行い、地積測量

図を作成し、地積の変更、更正の登記を嘱託するものとする。

イ 一筆の土地の一部につき不要地認定の必要があるときは、あらかじめ分筆の登記を嘱

託するものとする。

② 旧所有者の確認等

不要地が旧法第80条第２項の規定により、買収前の所有者（以下「旧所有者」とい

う。）又はその一般承継人（以下「旧所有者等」という。）に売り払うべきものである場

合には、旧所有者について、買収令書謄本に記載されている旧所有者の住所、氏名又は法

人名等を確認するものとする。なお、旧所有者等であって知れているものの住所、氏名又
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は法人名等に係る関係資料を整理するものとする。

③ 公共利用の計画の有無の調査

自作農財産（旧令第16条第ｌ項第４号に該当する不要地を除く。）の公共利用計画の有

無について、当該土地の所在する市町村長又は農業委員会に対し、期間を定めて調査を依

頼し、公共利用計画がない場合にはその旨、公共利用計画がある場合にはその事業主体及

び用途につき報告を求めるものとする。

(5) 境界及び数量の確定

都道府県知事は、自作農財産に係る境界及び数量の確定を次により処理するものとする。

① 旧令第16条第１項第５号から第７号までに掲げる不要地のうち、特に境界に係る紛争が

あるもの及び市街化区域内のものについては、原則として境界を確定し、実測を行い、地

積測量図を作成し、地積の変更、更正の登記を嘱託するものとする。

② ①の境界確定に当たっては、隣地所有者（必要に応じて当該地の耕作者その他の利用

者）の立会いを求め、その結果について立会者の同意を得るものとする。

２ 貸付け

都道府県知事は、旧令第15条第１項第１号の貸付けを行うに当たっては、法令の定めによる

ほか、次によるものとする。

(1) 貸付区分

貸付けは、その目的に従い、耕作又は養畜の事業に供するためのもの（以下「農耕貸付

け」という。）及び耕作又は養畜の事業以外の事業に供するためのもの（以下「転用貸付

け」という。）とに区分するものとする。

(2) 貸付けの手続

① 農耕貸付け

農耕貸付けは、法令に定めるほか、次により行うものとする。

ア 旧令第15条の２の規定による農耕貸付け

(ｱ) 旧令第15条の２の規定による貸付申込みに係る貸付け（以下「旧令第15条の２農耕

貸付け」という。）は、次の場合に行うことができるものとする。

なお、農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第22条の４第１項に規定

する地域計画の区域内にある自作農財産の貸付けの相手方は、農地中間管理機構に

限られることに留意する。

a 法第46条の規定に基づく売払手続により一般競争入札に附する場合の公告を１回

以上行い、入札不調、入札不落又は落札者が契約を結ばなかった場合であって、

貸付けを受けようとする者による農地についての権利の取得が法第３条第２項の

規定により同条第１項の許可をすることができない場合に該当しないとき。

b 公用、公共用又は主たる業務の運営に欠くことのできない試験研究若しくは農事

指導の用に供する目的で、国、地方公共団体その他の法人から借受けの要望があ

り、かつ、当該貸付申込者に貸し付けることがやむを得ないと認められる場合。

(ｲ) 貸付申込者が、改正令附則第７条の規定による改正前の国有農地等の売払いに関す

る特別措置法施行令（昭和46年政令第157号。以下「旧措置法施行令」という。）第

２条第１項各号に掲げる者（以下「地方公共団体等」という。）であるときは、原則

として旧法第80条の規定による売払いの手続に移行するよう貸付申込者及び農林水産

大臣に対して要請するものとする。

(ｳ) 貸付申込者には、国有財産貸付申込書２部を農業委員会を経由して都道府県知事に

提出させるものとする。

また、貸付けの対象となる土地が旧法第９条、第14条又は第44条の規定により買収

したものであるとき（旧令第18条第２号又は第３号に該当する場合を除く。）は、あ
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らかじめ当該土地の旧所有者等の同意を得た上で提出させるものとする。

(ｴ) 都道府県知事は、(ｳ)の申込みを相当と認めたときは、国有財産貸付通知書を農業

委員会を経由して貸付申込者に交付するものとする。

また、地方農政局長から不要地認定の通知を受けたときは、その旨を貸付申込者に

通知するものとする。

(ｵ) 旧令第15条の２第２項の規定に基づき貸付申込者に国有財産貸付通知書を交付した

場合には、当該通知書の写しを農業委員会に送付するものとする。

イ 旧法第９条等の規定による継続貸付け

(ｱ) 国有農地等（自作農財産のうち開拓財産以外のものをいう。以下同じ。）のうち、

旧法第９条等に基づきこれらを国が取得した際に、地上権、永小作権、使用貸借によ

る権利、賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利が設定されていたものに

ついては、取得当時に設定されていた賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利

の内容を買収進達書及び農業委員会に保存されている小作契約書等により調査確認

し、この結果に基づき、国有農地等貸付書３部を作成し、国有農地等を使用する権利

を有する者との間で確認の上、このうち１部を都道府県知事が、１部を国有農地等を

使用する権利を有する者が保管し、１部を農業委員会に送付するものとする。

(ｲ) 国有農地等貸付書の作成に当たっては、使用料額の適正化、附帯条件の明確化等を

図るものとする。

② 転用貸付け

ア 都道府県知事は、農地法施行規則等の一部を改正する省令（平成21年農林水産省令第

64号）第１条の規定による改正前の農地法施行規則（昭和27年農林水産省令第79号）第

44条の３第２号に規定する貸付けの基準に従い審査を行うほか、次に留意して貸し付け

るものとする。

(ｱ) 原則として旧令第16条第１項第１号から第３号まで及び第５号から第７号までのい

ずれにも該当しない自作農財産について、公用、公共用又は国民生活の安定上必要な

施設の用に供する緊急の必要があり、かつ、その用に供されることが確実と認められ

る場合に行うものとする。

(ｲ) 転用貸付けを受けようとする者（以下「転用申込者」という。）が、申込みに係る

土地を自ら使用するものでない場合は貸し付けないものとする。ただし、次の場合

は、この限りでない。

ａ 転用申込者が、特別の法律で定めるところに従って行う計画的な宅地、工業用地

等の造成事業の用に供する場合

ｂ 土地収用法（昭和26年法律第219号）第８条第１項の起業者が、同法第３条に該

当する事業の用に供する土地の代替地として使用する場合

ｃ 申込みに係る土地の隣接土地又は周辺地の所有者が行う宅地造成事業であって、

申込みに係る土地が袋地、地形狭長等単独利用困難であるか、又はその面積が造成

団地全体のおおむね30パーセント以下で当該土地を除いてはその目的が達成できな

いと認められる場合

ｄ 転用申込者が、賃貸住宅又は建売住宅敷地の用に供しようとする場合

(ｳ) 住宅敷地として貸し付ける場合の土地の面積は、原則として次によるものとし、貸

付けの目的からみて適正なものでなければならない。

住宅の種類 基準面積 高限度

専用住宅 建築面積の 400平方メート
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店舗、工場等併用住 22分の100以下 ル
宅
（居住以外の用に供
する部分の面積が40
平方メートル以下の
もの）

農家住宅 上記のほか、当該農 1,000平方メー
家の農作業に必要な ト ル （ た だ
空地面積を加算す し、北海道に
る。 あっては3,000

平 方 メ ー ト
ル）

(ｴ) 貸付けに当たっては、貸付けの対象となる土地等を転用申込者に売り払う場合の価

格の算定の際に借地権相当額の控除がないことにつき転用申込者が了解している旨を

確認するものとする。

(ｵ) 転用申込者が地方公共団体等である場合（旧措置法施行令第２条第１項第２号又は

第３号に掲げる者にあっては、その者の主たる目的とする事業の用に供する場合に限

る。）は、①のアの(ｲ)に準ずるものとする。

(ｶ) 貸付申込みに係る土地が、所管換又は所属替を受けた土地である場合は、転用貸付

けを行わないものとする。

(ｷ) 法第５条第２項に規定する農地転用の許可の基準を満たしていることを確認するも

のとする。

イ 転用申込者には、開拓財産（旧令第15条第１項第１号に基づき農林水産大臣が自ら管

理することを相当と認めたものを除く。）にあっては都道府県知事に、国有農地等にあ

っては農業委員会を経由して都道府県知事に、国有財産転用借受申込書２部を提出させ

るものとする。

また、貸付けの対象となる土地が旧法第９条、第14条又は第44条の規定により買収し

たものであるとき（旧令第18条第２号又は第３号に該当する場合を除く。）であって、

当該土地の耕作者、旧所有者等その他の利害関係者があるときは、あらかじめこれらの

者の同意を得た上で提出させるものとする。

ウ 都道府県知事は、審査の結果、貸付けを相当と認めたときは、開拓財産にあっては直

接、国有農地等にあっては農業委員会を経由して国有財産転用貸付通知書を転用申込者

に交付するものとする。ただし、転用申込者が地方公共団体等である場合は、地方農政

局長に不要地認定の進達を行い、地方農政局長から認定の通知を受けたときは、その旨

を転用申込者に通知するものとする。

なお、貸付申込みに係る土地が、所管換又は所属替を受けた土地である場合は転用貸

付けを行わず、あらかじめ耕作及び養畜の事業以外の事業に供することについて、旧所

管庁の同意を得た上で、旧所管庁へ所管換又は所属替を行うとともに、その旨を転用申

込者に通知するものとする。

エ 旧令第15条の２第２項の規定に基づき転用申込者に国有財産転用貸付通知書を交付し

た場合には、当該通知書の写しを農業委員会に送付するものとする。

(3) 使用料

① 農耕使用料

ア 農耕貸付けに係る使用料は、次により定めるものとする。

(ｱ) 土地については、農業委員会の提供等による当該貸付けの対象となる農地の近傍類

似農地の借賃等（以下「提供借賃等」という。）を十分考慮し、当該貸付けの対象と

なる農地の生産条件等を勘案して算定した額とする。
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(ｲ) 建物については、近傍類似の建物の固定資産課税台帳登録価格に相当する額に100

分の36を乗じて得た額とする。

イ 貸付申込者が地方公共団体等である場合には、貸付申込者との間で書面による見積り

合せ（予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号、以下「予決令」という。）第99条

の６の規定に基づき、見積り相手方の希望価格を書面により確認し、当該価格が予定価

格（予決令第99条の５の規定に基づき定める予定価格）の制限の範囲内であるか否かを

確認する手続きをいう。以下同じ）を実施した上で、予定価格以上の価格をもって貸付

料を決定するものとする。

なお、見積り合せに当たっては、見積り相手方との間で評価条件に相違が生じないよ

うに、あらかじめ地下埋設物の調査結果など価格形成上の前提条件を説明するものとす

る。

さらに、国有財産特別措置法（昭和27年法律第219号）等により貸付料が減額できる

場合にあっては、あらかじめ都道府県知事が予定価格の算定において計算した減額割合

（「国有財産特別措置法の規定により普通財産の減額譲渡又は減額貸付けをする場合の

取扱いについて」（昭和48年12月26日付け蔵理第5722号大蔵省理財局長通知）に基づき

算定した減額割合をいう。）を貸付申込者に伝えた上で、当該減額割合を踏まえた価格

により見積り合せを実施するものとする。

また、見積り合せの実施回数は累計で５回を限度とし、５回の見積り合せによっても

予定価格の制限に達しない場合には、見積り合せを打ち切るものとする。

② 転用使用料

転用貸付けに係る使用料は、次により定めるものとする。

ア 新たに転用貸付けする場合における使用料は、転用後の用途に従い、固定資産税課税

標準（地方税法（昭和25年法律第226号）第349条第１項から第６項までの規定により貸

付地又はその近傍類似地の土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳に登録されたものを

いう。）を基に、別表の１により算出した平方メートル当たりの使用料額に実測面積を

乗じて得た額とする。

イ 貸付申込者が地方公共団体等である場合には、①のイに準じて貸付料を決定するもの

とする。

ただし、貸付用途が国有財産法（昭和27年法律第73号）第15条ただし書若しくは第22

条、国有財産特別措置法第２条又は他の法令の規定により無償使用又は無償貸付けをす

ることができることとされている施設の敷地に該当する場合の転用使用料は、見積り合

せを実施せずに無償とする。

③ 減額等

ア 国有財産特別措置法第３条の規定による使用料の減額は、①又は②により算出した額

について行うことができるものとする。

イ 地方税法第343条第５項又は第702条第２項の規定により固定資産税又は都市計画税が

借受者に課税される場合には、①又は②により算出した額から当該課税相当額を控除し

た額をもって使用料とすることができるものとする。ただし、市街化区域内の農耕貸付

地については、生産緑地法（昭和49年法律第68号）第３条に基づき生産緑地地区に定め

られたものを除き、この控除を行わないものとする。

④ 使用料改定

ア 都道府県知事は、提供借賃等の水準の著しい変動、固定資産税課税標準の改定等によ

り使用料を改定することが必要であると認めた場合には、借受者に対し改定年度の前年

度に使用料額改定予告通知書を送付し、借受者から使用料の改定に同意する旨の承諾書

を徴した上で借受者に国有財産使用料額変更通知書を交付するものとする。

なお、転用貸付けに係る使用料については、地方税法第349条の規定に基づく固定資
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産税の課税標準の基準年度における課税標準の価額の改定があったとき、又は課税標準

の価額の特例が定められたときに改定を行うものとし、別表の２により算定するものと

する。

イ 都道府県知事は、アの使用料改定時に転用貸付地の借受者から近傍類似地の民間賃貸

実例に比較して著しく不適当であるとの申出があった貸付地にあっては、その事実を確

認するに足りる資料の提出を求めた上審査し、当該申出が適正と認められる場合には、

別表の２により算定した使用料の修正をすることができるものとする。

ウ 都道府県知事は、使用料の改定を行ったときは、遅滞なく使用料額改定一覧表を地方

農政局長に送付するものとする。

(4) 貸付けの変更、解約等

① 貸付条件の履行状況調査等

都道府県知事は、貸し付けた土地等について、適宜見回り等を行うとともに、毎年、貸

付通知書に記載された貸付条件の履行状況調査をアにより実施し、調査結果を地方農政局

長に報告するとともに、その結果に基づいてイからオまでに定めるところにより処理する

ものとする。また、その際に、買受勧奨も併せて行うものとする。

ア 貸付条件の履行状況の報告及び調査

(ｱ) 農耕貸付地の借受者又は転用貸付地の借受者から、使用料徴収等の機会を利用し

て、毎年12月までに耕作状況報告書又は転用借受状況報告書を提出させるものとす

る。

(ｲ) (ｱ)の報告書、見回り等により耕作していない事実又は無断転貸行為等の不適切な

事実が判明した場合には、速やかに事実関係を調査の上、判明した事実を記録して保

管するとともに、イからエまでに定める措置をとるものとする。

イ 貸付条件の履行の督促等

借受者において、転貸、賃借権その他の権利の譲渡、無断転用その他の国有財産貸付

通知書、国有農地等貸付書又は国有財産転用貸付通知書に定める貸付けの条件に違反し

ている事実があることを発見したときは、管理記録カードに記録するとともに、借受者

に対し、原状回復その他違反を是正するために必要な措置（以下「原状回復等」とい

う。)を講ずるよう書面にて求めるものとする。その際に、原状回復等を講じない場合

は、通知が到達したときから土地にあっては１年、建物にあっては６か月が経過したと

きに貸付けを解除する旨を併せて通知するものとする。

ウ 貸付けの解除等

(ｱ) 農耕貸付け

原状回復等を講ずるよう求めたにもかかわらず、借受者においてイに定める期間内

に原状回復等がされない場合は、法第18条第１項の許可（以下「18条許可」とい

う。）を受けて、遅滞なく国有財産貸付契約解除通知書（以下「解除通知書」とい

う。）を借受者に交付し、貸付けを解除するものとする。

また、やむを得ないと認められる事由がないにもかかわらず、法第32条第１項各号

のいずれかに該当する現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的

に供されないと見込まれる等の場合には、18条許可を受けて、更新拒絶を行うものと

する。

(ｲ) 転用貸付け

原状回復等を講ずるよう求めたにもかかわらず、借受者においてイに定める期間内

に原状回復等がされない場合は、遅滞なく解除通知書を借受者に交付し、貸付けを解

除するものとする。

エ 貸付条件の履行の督促及び貸付けの解除等の特例

(ｱ) 農耕貸付け
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イ及びウの規定にかかわらず、次に掲げる事実を確認したときは、遅滞なく18条許

可を受けるとともに、当該許可を受けた日から１か月以内に解除通知書を借受者に交

付し、貸付けを解除するものとする。

ａ 転貸又は賃借権その他の権利の譲渡を行っており、これらの行為により当該土地

の使用収益が開始されたときから10年を経過していない場合

ｂ 天災その他やむを得ないと認められる事由がある場合を除き、借受者が使用料等

を滞納し、借受者との間における信頼関係が破壊されている場合

(ｲ) 転用貸付け

イ及びウの規定にかかわらず、(ｱ)のａ又はｂに掲げる事実を確認したときは、１

か月以内に解除通知書を借受者に交付し、貸付けを解除するものとする。

オ 貸付けの変更

(ｱ) 借受者の死亡等により借受者と現使用者とが異なることとなった場合、土地区画整

理等により土地の表示に変更があった場合その他国有財産貸付通知書、国有農地等貸

付書又は国有財産転用貸付通知書の記載事項の変更又は訂正を必要と認める場合に

は、借受者と現使用者からこれに必要な証明書類（例えば、戸籍謄本、地上物件の売

買契約書等）の提出を求める等して確認し、名義変更、土地の表示の変更、使用料の

改定等の措置を講ずるものとする。

(ｲ) 借受者が死亡し、相続人が未確定の場合において貸付契約を変更するときは、法定

相続人においてそのいずれか一人を選定させ、その者と貸付契約を締結するものとす

る。ただし、複数の法定相続人から契約要望があった場合には、複数の連名により貸

付契約を締結することができるものとする。

(ｳ) 借受者が行方不明の場合であって、その居所について、関係者、関係機関等からの

聴取調査を行っても確認できないときには､法務局、弁護士その他の専門家の意見を

聴いた上で､次の方法による措置その他の法的な措置を検討するものとする。

ａ 借受者の死亡が確認又は推定できる場合であって、配偶者又は推定相続人（以下

「推定相続人等」という。）が存在するときは、失踪宣告等により当該推定相続人

等に名義変更を行う。

ｂ 借受者の死亡が確認又は推定できない場合には、公示送達による支払督促及び停

止条件付契約解除通知を行い、その履行期限内に使用料等の支払等がないときは、

建物収去土地明渡請求訴訟を行う。

ｃ 借受者の死亡が確認又は推定できる場合であって、推定相続人等が存在しないと

きは、相続財産清算人選任の申立手続を経た上で、当該清算人に対して、支払督促

及び停止条件付契約解除通知を行い、その履行期限内に使用料の支払等がないとき

は、建物収去土地明渡請求訴訟を行う。

カ 農作物栽培高度化施設を設置するための同意

(ｱ) 都道府県知事は、農耕貸付けを行っている国有農地等の借受者等から、当該土地に

農作物栽培高度化施設を設置することについて、所有者の同意を求められた場合、地

方農政局長に協議の上同意することができるものとする。

ただし、同意にあたっては、借受者等から、当該契約について解約等が行われたと

きは、借受者自らの負担により原状回復等を行う旨の確約書を提出させるものとす

る。

(ｲ) 都道府県知事は、(ｱ)の同意を行ったときは、当該土地が旧令第15条の２第２項に

基づき貸付けた土地であるときは国有財産貸付変更通知書を農業委員会を経由して借

受者に交付するとともに、当該通知書の写しを農業委員会に送付する。

(ｳ) 都道府県知事は、(ｱ)の同意を行ったときは、当該土地が旧法第９条等により継続

貸付けしている土地であるときは国有農地等貸付変更書３部を作成し、国有農地等を

使用する権利を有する者との間で確認の上、このうち１部を都道府県知事が、１部を
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国有農地等を使用する権利を有する者が保管し、１部を農業委員会に送付するものと

する。

キ その他

貸付けを解除したにもかかわらず、当該土地の使用収益を行っている者がいる場合に

は、１の(1)の④に準じて処理を行うものとする。

② 合意解約

都道府県知事は、農耕貸付けについて、借受者から解約の希望があったときは、解約を

希望する土地等の表示、解約の申入れ事由及び土地の引渡しの時期を記載した解約申入書

を提出させ、農業委員会に送付するものとする。

また、その申入れの日から６か月以内に合意による解約の日までの使用料及び土地の引

渡しの時期を記載した解約同意書を相手方に交付して解約を行い、併せて農業委員会に対

し法第18条第６項の規定による通知をするものとする。

３ 国有財産台帳等

(1) 国有財産台帳

① 国有財産台帳の名称等

都道府県知事は、旧令第15条第１項第３号の規定に基づき自作農財産に係る国有財産台

帳を備え、財産の増減があったときは、遅滞なくこれを記載するものとする。なお、国有

財産台帳の財産区分ごとの帳簿名称は、国有農地等にあっては国有財産台帳、開拓財産に

あっては開拓財産台帳とする。

② 区分種目

国有財産台帳に記載すべき国有財産の区分、種目及び数量の単位のうち土地に係るもの

については、次に定める国有財産区分種目表により、その他の国有財産に係るものについ

ては、国有財産法施行細則（昭和23年大蔵省令第92号）別表第１に定める国有財産区分種

目表による。

ア 国有財産区分種目表（国有農地等）

区 分 種 目 数 量 単 位 備 考

土 地 田 平方メートル
畑 〃

採草放牧地 〃
宅 地 〃

森 林 〃
池 沼 〃
雑 種 地 〃 他の種目に属しないもの

イ 国有財産区分種目表（開拓財産）

区 分 種 目 数量単位

土 地 開拓用地 平方メートル

③ 台帳の作成

国有財産台帳は、次の事項に留意して作成するものとし、調製については、調製要領に

定めるところによる。

ア 国有財産台帳については、買収、売渡し、売払い、貸付け、貸付けの変更その他の事
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由による変動があったときは、その都度遅滞なく記載するものとする。

イ 増減事由の用語は、国有財産法施行細則別表第２の国有財産増減事由用語表（以下

「国有財産増減事由用語表」という。）に定める用語によるものとし、その詳細（買

収、買戻し、売払い等の根拠規定）を備考欄に記入するものとする。

ウ 国有財産台帳に記載すべき価格は、国有財産法施行令（昭和23年政令第246号）第23

条の規定に基づき算定した価格とするものとする。

エ 国有農地等に係る国有財産台帳に記載した種目及び数量は、次の場合を除き、その記

載を改めてはならない。

(ｱ) 耕作又は養畜の事業の用に供するための貸付け又は売渡しを前提として行う種目変

更

(ｲ) 引継ぎ、所管換又は所属替（以下、「引継ぎ等」という）の対象となる国有農地等

のうち、別紙１の第１の(1)の①に定める農地に該当しないものについて、引継ぎ等

のために、「田」又は「畑」以外へ種目変更する場合

(ｳ) 境界確定、国土調査等による実測により増減があった場合における数量の変更

オ 開拓財産台帳については、旧自作農創設特別措置法（昭和21年法律第43号）第38条の

規定により市町村農業委員会が定めた未墾地買収計画に基づき買収したものについて

は、市町村の区域ごとに１口座として記載するものとする。

カ 開拓財産台帳（土地）の備考欄には、境界の明示において利用する目標物を表示する

ものとする。

キ １の(2)の②の協定を締結したときは、開拓財産台帳の備考欄にその旨を記載するも

のとする。

ク 国有財産台帳に記載されている立木等について、５の(5)の物品取得の通知を行った

場合は、当該立木等を物品取得の年月日で国有財産台帳から除去し、「増減事由」欄に

は枯損又は風倒木については「喪失」、建物又は工作物については国有財産増減事由用

語表に定める用語を事由として記載し、備考欄には「雑産物に編入」と記載しておくこ

ととする。

ケ 都道府県知事は、法第50条の規定に基づき農業委員会に対し、毎年度、国有財産整理

簿中総括の部分の写し１部を翌年度４月15日までに提出することを求め、これと国有財

産台帳の記載事項の照合を行うものとする。

④ 売払いに伴う国有財産台帳の整理等

ア 地方農政局長から、売払通知書の写しの送付とともに売払代金が納入された旨の通知

があった場合において、売り払った土地等（以下「売払地」という。）を貸し付けてい

る場合には、貸付けの相手方に所有者の変更通知を行い、売払通知書の写しを歳入徴収

官に送付して、売払代金の納入があった日の前日までの使用料を徴収するとともに、今

後の使用料の調査決定を行わないよう措置するものとする。

また、売払代金の納入年月日をもって国有財産台帳を整理するとともに、売払地が国

有農地等である場合は、売払地の所在する農業委員会に売払代金の納入年月日を通知す

る。

イ 地方農政局長から都道府県知事が管理する財産の売払いの解除の通知があったとき

は、売払い以前の貸付けの相手方に対し、都道府県知事との間に従前の貸付けが継続さ

れる旨を通知するとともに、農業委員会に対し、従前の貸付けが継続される旨を通知す

るものとする。

(2) 国有財産整理簿

① 農業委員会は、旧令第15条の３第２項の規定に基づき国有財産整理簿を備え、国有農地

等の増減があったときは、遅滞なくこれを記載するものとする。
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② 国有財産整理簿に記載すべき区分種目等及び整理簿の作成については、(1)の②及び③

（オ、カ、キ及びケを除く。）に準じて行うこととする。

③ 農業委員会は、都道府県知事から国有財産の貸付け等の通知を受けたときは、国有財産

整理簿を整理するものとする。

(3) 貸付簿

① 貸付簿

都道府県知事は、旧令第15条第１項第３号の規定に基づき、自作農財産に係る貸付簿を

備えるものとする。

なお、自作農財産に係る貸付簿の財産区分ごとの帳簿名称は、国有農地等にあっては国

有農地等貸付簿、開拓財産にあっては開拓財産貸付簿とする。

② 貸付簿の作成

国有農地等貸付簿及び開拓財産貸付簿は、新規貸付け、売渡し、売払い、貸付けの解除

等による貸付けの増減又は使用料額の改定その他の変動があったときに、その都度遅滞な

く記載、整理するものとする。

４ 国有財産増減及び現在額計算書等の送付

(1) 都道府県知事は、旧令第15条第２項及び第３項に基づき、毎会計年度間における、計算証

明規則（昭和27年会計検査院規則第３号）第64条から第66条までに定める国有財産増減及び

現在額計算書並びに国有財産法第33条から第36条までに定める国有財産増減及び現在額報告

書等の資料作成に必要となる報告書等を当該年度終了後速やかに地方農政局長に送付するも

のとする。

(2) 都道府県知事は、国有農地等については、毎年度末に国有財産台帳に記載されている事項

を種目別に集計し、農業委員会から提出のあった整理簿の総括の部分の写しと照合の上、台

帳中総括の部分の写し１部を、開拓財産については、毎年度末に開拓財産台帳の当該年度に

おける増減及び現在額を確認し、開拓財産台帳中総括の部分の写し１部をそれぞれ翌年度地

方農政局長に提出するものとする。

５ 報告等

都道府県知事は、旧令第15条第４項の規定に基づき次により資料の提出又は報告を行うもの

とする。

(1) 土地改良事業等の施行地区内への編入に係る報告

自作農財産が土地改良法に基づく土地改良事業及び土地区画整理法（昭和29年法律第119

号）に基づく土地区画整理事業の施行地区内に編入される場合には、編入されることとなる

土地の所在及び面積等を地方農政局長に報告するものとする。

(2) 検査内容等の概要の報告

自作農財産に関し、会計検査院の実地検査、総務省行政評価局の監察、財務省の監査等が

実施された場合には、検査内容等の概要を報告するものとする。

(3) 併用協定書の提出

１の(2)の②の併用の協定を締結した場合には、協定書の写しを提出するものとする。

(4) 自作農財産の滅失又は毀損に係る報告

自作農財産の滅失又は毀損を発見した場合は、速やかにその状況を地方農政局長に報告す

るとともに、国有財産法施行令第19条各号に掲げる事項を記載した被害報告書を地方農政局

長を経由して農林水産大臣に提出するものとする。提出部数は、その損害見積額が同条ただ

し書の規定に該当する場合は２部、その他の場合は３部とする。

(5) 雑産物に係る報告

自作農財産の中に枯損木、風倒木、盗伐木、野草、木の実、つる類、かや類、笹類、砂礫

その他これに類するもの（建物又は工作物で取りこわし又は撤去処分を行ったものを含む。
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以下「雑産物」という。）であって、物品管理法（昭和31年法律第113号）第２条第１項に

規定する物品に相当するものがあると認めたときは、物品管理法施行令（昭和31年政令第33

9号）第25条に基づき、遅滞なく物品管理官（地方農政局長、北海道にあっては経営局長）

に対し、物品取得通知書を提出するものとする。ただし、不要地認定のあった土地の上にあ

るものについては、この限りでない。

(6) 貸付地に係る報告

貸付地について、次により地方農政局長に資料を提出するものとする。

① 転用貸付けについて毎年度、国有財産転用貸付報告書を作成し、その翌年度４月30日ま

でに提出する。

② 毎年度における貸付けの増減及び現在額を確認し、貸付簿中総括の部分の写しを翌年度

４月30日（北海道にあっては５月31日）までに提出する。

③ 使用料の改定を了したときは、遅滞なく使用料改定一覧表を提出する。

(7) 不要地に係る報告

自作農財産の中に旧令第16条第１項各号のいずれかに該当する土地等があると認めたとき

は、次に掲げる事項に留意して不要地調書を作成し、これを地方農政局長に提出するものと

する。なお、都道府県知事は、法第50条の規定に基づき、農業委員会が旧令第16条第１項第

４号から第７号までに掲げる基準に該当する国有農地等があると認める場合には不要地調書

により報告すべきことをあらかじめ求めるものとする。

ア 不要地が旧令第16条第１項第４号から第７号までに掲げる土地等で、同項第５号に該当

し、かつ、同項第４号、第６号又は第７号のいずれかに該当する場合には、同項第５号に

該当する土地として報告する。

イ 不要地が旧令第16条第１項第７号に該当する場合は、不要地調書の提出に当たり、同条

第２項の意見を付するものとする。この場合は、意見書において、不要地であると認めた

理由を簡潔に記載するものとする。

(8) 所管換又は所属替に係る報告

自作農財産のうち、各省各庁の長から所管換又は所属替を受けたものについて、不要地認

定され、所管換又は所属替をすることが適当と認められる場合には、所管換（所属替）調書

を地方農政局長に提出するものとする。

(9) 引継ぎに係る報告

自作農財産（各省各庁の長から所管換又所属替を受けたものを除く。）について、不要地

認定され、財務大臣に引き継ぐことが適当と認められる場合には、引継調書を地方農政局長

に提出するものとする。

(10) 土地等の売払いに係る報告

地方農政局長から自作農財産について改正法附則第８条第２項から第４項までの規定に基

づき土地等の売払いをすることを予定している旨の通知を受けた場合には、地方農政局長に

当該自作農財産に係る売払調書を提出するものとする。

(11) 上記のほか、旧令第15条第４項の規定に基づき、地方農政局長等が資料の提出又は報告を

求めた場合には、その求めに応じて資料の提出又は報告を行うものとする。

（別表）

転用使用料基準



- 42 -

１ 新規貸付け

用途区分 土 地 の 価 格 使用料率 備 考

住宅用 当該年分の固定 2.0 借受者が生活保護を受けている者

非営利用 資産税課税標準 1 0 0 又はこれに準ずる者である場合

額 は、住宅扶助の有無及びその金額

を勘案して使用料率を0.8/100と

することができるものとする。

営利用 3.1

1 0 0

注１ 用途の区分は、次による。

(1) 「住宅用」とは、生活の本拠としての住宅及び併用住宅（店舗等事業の用に供する部分の

規模を問わない。）の敷地の用に供する場合をいう。ただし、営利法人の社宅及び従業員宿

舎を除く。

(2) 「非営利用」とは、貸付けの相手方が地方公共団体、特別の法律に基づき国又は地方公共

団体が出資している法人(公社、公団、事業団、公庫等）、一般社団法人及び一般財団法人

に関する法律（平成18年法律第48号）に基づき設置された一般社団法人又は一般財団法人及

び特別の法律に基づき設置された営利を目的としない法人(社会福祉法人、更生保護会、学

校法人、日本赤十字社、宗教法人、共済組合等)であって、その事務、事業の用に供する場

合をいう。

ただし、競馬、競輪等の施設の用に供する場合を除く。

(3) 「営利用」とは、住宅用又は非営利用以外の用に供する場合をいう。

注２ 土地の価格

(1) 「当該年分」とは、新規貸付けにおける貸付けの始期の属する年をいう。

(2) 固定資産税課税標準額は、貸付地の個別事情に即して造成費の控除又は土地の個別要因の

違いに基づく価格の修正をすることができるものとする。

２ 継続貸付け

(1) 改定使用料の算定

改定使用料は、(3)の調整措置が行われる場合を除き、次の計算式により算定した額とす

る。ただし、転用貸付地に係る用途の変更、施設の増大等に伴う国有財産特別措置法第３条そ

の他の法令の規定による新たな使用料の減額の適用、減額率の変更等がある場合には、１の新

規貸付けに準じて算出した額をもって改定使用料とする。

計算式 算定額＝算定基礎額(a)×スライド率(b)－諸経費(c)

(a)＝前回改定時の算定額＋前回改定時の諸経費（前回改訂時の(c)となる。）

(b)＝（消費者物価指数変動率＋地価変動率）÷２とし、(2)により設定する。

(c)＝地方税法第343条第５項若しくは第702条第２項の規定により固定資産税若しくは都

市計画税が借受者に課税されている場合にはその額、又は国有財産特別措置法第３

条その他の法令により減額する場合にはその額

(2) スライド率の決定

スライド率は、前回改定した使用料の適用始期から今回改定する使用料の適用始期までの期
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間における変動率を、直近の指数を用いて小数点以下第４位（第５位以下を切捨て）まで求め

ることとし、次のア及びイに留意して設定するものとする。

ア 消費者物価指数変動率

都道府県ごとに、総務省が発表する消費者物価指数の都市階級・地方・都道府県庁所在市

別総合指数又は各都道府県が発表する消費者物価指数の各都道府県の総合指数を用いて、今

回改定時の指数を前回改定時の指数で除して消費者物価指数変動率を求めるものとする。な

お、当該指数は、改定時の使用料の適用期間の初日の属する月の６か月前の月の指数をそれ

ぞれ用いるものとする。

イ 地価変動率

貸付財産ごとに、今回改定時の土地の価格を前回改定時の土地の価格で除して地価変動率

を求めるものとする。

なお、土地の価格は、改定時の使用料の適用期間の初日の属する年の固定資産税課税標準

額をそれぞれ用いるものとする。

(3) 従前の使用料との調整措置

算定額と改定前直近分の使用料（以下「従前の使用料」という。）を比較して、次のア又は

イによる調整を行った額をもって各年次の改定使用料とすることができるものとする。

ア 算定額が従前の使用料を上回った場合

① 第一年次 従前の使用料×1.05と算定額のいずれか低い方の額

② 第二年次 第一年次の使用料×1.05と算定額のいずれか低い方の額

③ 第三年次 第二年次の使用料×1.05と算定額のいずれか低い方の額

イ 算定額が従前の使用料を下回った場合

① 第一年次 従前の使用料×0.85と算定額のいずれか高い方の額

② 第二年次 第一年次の使用料×0.85と算定額のいずれか高い方の額

③ 第三年次 第二年次の使用料×0.85と算定額のいずれか高い方の額
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